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申込み
方法

１．法人会 会員の皆様
高崎法人会ホームページから
チラシをダウンロードし
ＦＡＸにてお申込み下さい。

２．一般の皆様
次の要領で記入した、

１名につき１枚の往復はがきで
お申込み下さい。
(返信面が入場整理券となります)

①往信オモテ：高崎法人会住所
②返信 ウラ：白紙のまま
③返信オモテ：申込される方の住所・氏名
④往 信 ウラ：聴講希望 ①氏名、②住所、③電話番号

高崎法人会

〒370-0006　高崎市問屋町2-7-8 高崎商工会議所ビル 506 号

TEL：027-363-4526

URL：http://www.takasaki-hojinkai.com/

① ②

③ ④

高崎税務署管内 税務協力団体

一　　般
社団法人高崎法人会

吉川美代子

平成30年11月16日（金）
開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時

日時

高崎市総合福祉センター
たまごホール（２Ｆ）
高崎市末広町115-1
TEL：027-370-8822
※駐車場に限りがございますので、乗り合わせや
　公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

場所 ３００名
１０月２９日(月) 必着
※定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので、
　ご了承ください。

定員

締切

講師  吉川美代子(よしかわみよこ)氏　神奈川県横浜市 出身プロフィール

キャスター・アナウンサー・京都産業大学客員教授
　1954年神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学教育学部卒業後、1977年ＴＢＳに入社。1983年「ＪＮＮおはよう
ニュース＆スポーツ」でＴＢＳ初の女性キャスターを務め、以後、「ＪＮＮニュースコープ」、「ニュースの森」（土・日）
「ＣＢＳドキュメント」のキャスター、「みのもんたの朝ズバッ！」のコメンテーターとして活躍。
　又、ＴＢＳアナウンススクールの校長を12年務めた。2014年５月に定年退職。
　現在は「ゴゴスマ」「バイキング」「全力！脱力タイムズ」などに出演。
　著書に「アナウンサーが教える愛される話し方」などがある。

無  料

主催

高 崎 市 、渋 川 市 、安 中 市 、吉 岡 町 、榛 東 村 、高 崎 税 務 署 、群 馬 県 高 崎 行 政 県 税 事 務 所 、
群 馬 県 渋 川 行 政 県 税 事 務 所 、関 東 信 越 税 理 士 会 高 崎 支 部 、上 毛 新 聞 社

：後 援

一般社団法人　高崎法人会：
高 崎 地 区 会・渋 川 地 区 会・安 中 地 区 会・群 馬 地 区 会・榛 名 地 区 会・松 井 田 地 区 会・伊 香 保 地 区 会・箕 郷 地 区 会
吉 岡 地 区 会・榛 東 地 区 会・子 持 地 区 会・倉 渕 地 区 会・新 町 地 区 会・北 橘 地 区 会・赤 城 地 区 会・吉 井 地 区 会

「税を考える週間」協賛 公開講演会

③ ② ① 聴
講
希
望申込者

住所

法人会
住所
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なお、期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や
納税通知書などで必ず確認をしてください。

１０月
□　特別農業所得者への予定納税基準額

等の通知
　　　通知期限…10月15日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の

納付（第３期分）
　　　納期限…10月中において市町村の条

例で定める日
□　９月分源泉所得税・住民税の特別徴収

税額の納付
　　　納期限…10月10日
□　８月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月、５月、８月、11 月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短

縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月決算法人の中間申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が 400 万円超の２月、５

月、11 月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の７月、

８月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（６月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
※　税理士相互扶助の日…10 月 26 日

□　所得税の予定納税額の納付（第２期分）
　　　納期限…11月30日
□　特別農業所得者の所得税の予定納税

額の納付
　　　納期限…11月30日
□　所得税の予定納税額の減額申請
　　　申請期限…11月15日
□　個人事業税の納付（第２期分）
　　　納期限…11月中において各都道府県

の条例で定める日
□　10 月分源泉所得税・住民税の特別徴

収税額の納付
　　　納期限…11月12日
□　９月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…11月30日
□　３月、６月、９月、12 月決算法人・個人

事業者の３月ごとの期間短縮に係る確
定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…11月30日
□　３月決算法人の中間申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 400 万円超の３月、６

月、12 月決算法人・個人事業者の３月
ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の８月、

９月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（７月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
※　税を考える週間…11 月 11 日～ 17 日

１１月
□　給与所得の年末調整
　　　調整の時期…本年最後の給与の支払

をするとき
□　給与所得者の保険料控除申告書、住宅

借入金等特別控除申告書の提出
　　⑴　提出期限…本年最後の給与の支払

を受ける日の前日
　　⑵　提 出 先…給与の支払者経由、そ

の給与に係る所得税の
納税地の所轄税務署長

□　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付
　　　納期限…12月中の市町村の条例で定める日
□　1 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税

額・納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額（30 年６月～1 1月分）の納付

　　　納期限…12月10日
□　10 月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　１月、４月、７月、10 月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　４月決算法人の中間申告〈法人税・消費

税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉（半期分）

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　消費税の年税額が 400 万円超の１月、４

月、７月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の９月、

10 月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（８月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
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　田

　中

　正

　治

平成24年７月　関東信越国税不服審判所　副審判官

平成25年７月　税務大学校　総合教育部教授（所得税担当）

平成27年７月　関東信越国税局　課税第一部国税訟務官室

主任訟務官

平成28年７月　富岡税務署長

平成29年７月　上田税務署長

高崎税務署の人事異動

　去る７月10日付で高崎税務署の定期人事異動がありましたので、ご案内いたします。

新幹部職員等（法人課税関係） （敬称略）

職 名 氏 名 前 任 署 等

署 長

副署長（管理・徴収・法人担当）

副署長（総務・個人・資産担当）

総 務 課 長

法人課税第一部門統括官

法人課税第一部門法人会担当

田 中 正 治

三 井　　　浩

神 蔵 進 一

桒 山 義 浩

加 藤　　　明

加 藤 正 信

上田税務署長

関東信越国税不服審判所　審判官

留任

関東信越国税局　資産税課　課長補佐

館林税務署　法人課税第一部門　統括官

高崎税務署　法人課税第四部門　上席調査官
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なお、期日や期限については、各税法、各地方団体の条例や
納税通知書などで必ず確認をしてください。

１０月
□　特別農業所得者への予定納税基準額

等の通知
　　　通知期限…10月15日
□　個人の道府県民税及び市町村民税の

納付（第３期分）
　　　納期限…10月中において市町村の条

例で定める日
□　９月分源泉所得税・住民税の特別徴収

税額の納付
　　　納期限…10月10日
□　８月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月、５月、８月、11 月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短

縮に係る確定申告〈消費税・地方消費
税〉

　　　申告期限…10月31日
□　２月決算法人の中間申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が 400 万円超の２月、５

月、11 月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の７月、

８月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（６月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…10月31日
※　税理士相互扶助の日…10 月 26 日

□　所得税の予定納税額の納付（第２期分）
　　　納期限…11月30日
□　特別農業所得者の所得税の予定納税

額の納付
　　　納期限…11月30日
□　所得税の予定納税額の減額申請
　　　申請期限…11月15日
□　個人事業税の納付（第２期分）
　　　納期限…11月中において各都道府県

の条例で定める日
□　10 月分源泉所得税・住民税の特別徴

収税額の納付
　　　納期限…11月12日
□　９月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…11月30日
□　３月、６月、９月、12 月決算法人・個人

事業者の３月ごとの期間短縮に係る確
定申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…11月30日
□　３月決算法人の中間申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税〉（半期分）

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 400 万円超の３月、６

月、12 月決算法人・個人事業者の３月
ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の８月、

９月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（７月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…11月30日
※　税を考える週間…11 月 11 日～ 17 日

１１月
□　給与所得の年末調整
　　　調整の時期…本年最後の給与の支払

をするとき
□　給与所得者の保険料控除申告書、住宅

借入金等特別控除申告書の提出
　　⑴　提出期限…本年最後の給与の支払

を受ける日の前日
　　⑵　提 出 先…給与の支払者経由、そ

の給与に係る所得税の
納税地の所轄税務署長

□　固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付
　　　納期限…12月中の市町村の条例で定める日
□　1 1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税

額・納期の特例を受けている者の住民税
の特別徴収額（30 年６月～1 1月分）の納付

　　　納期限…12月10日
□　10 月決算法人の確定申告〈法人税・消

費税・地方消費税・法人事業税・（法
人事業所税）・法人住民税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　１月、４月、７月、10 月決算法人の３月ご

との期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮

に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　４月決算法人の中間申告〈法人税・消費

税・地方消費税・法人事業税・法人住民
税〉（半期分）

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　消費税の年税額が 400 万円超の１月、４

月、７月決算法人の３月ごとの中間申告
〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日
□　消費税の年税額が 4,800 万円超の９月、

10 月決算法人を除く法人・個人事業者
の１月ごとの中間申告（８月決算法人は
２ヵ月分）〈消費税・地方消費税〉

　　　申告期限…平成 31年１月４日

１２月

田中署長略歴

新高崎税務署長着任のごあいさつ

　
七
月
の
人
事
異
動
で
上
田
署

か
ら
転
任
し
て
ま
い
り
ま
し
た

田
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
出
身
は
、
お
隣
佐
久
署
管
内

の
佐
久
市
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

前
任
上
田
署
の
直
前
が
富
岡
署

に
一
年
、
以
前
前
橋
署
で
新
設

の
納
税
者
支
援
調
整
官
を
一
年

務
め
て
お
り
ま
す
の
で
、
県
内

勤
務
は
、
通
算
三
年
・
三
度
目

と
な
り
ま
す
。
近
年
に
お
け
る

趣
味
は
、
神
社
・
仏
閣
・
史
跡

め
ぐ
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任

竹
田
署
長
同
様
に
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
着
任
の
週
末
に
高
崎
市
役
所

で
「
小
学
生
の
税
に
関
す
る
絵

は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
出
品
作

を
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
児
童

の
目
に
は
、
社
会
の
至
る
所
で

税
金
が
生
か
さ
れ
、
多
く
の

人
々
の
日
々
の
生
活
に
空
気
の

如
く
存
在
す
る
こ
と
が
良
く
伝

わ
り
ま
し
た
。
女
性
部
会
の
皆

様
の
ご
尽
力
、
青
年
部
会
の
皆

様
の
租
税
教
室
講
師
、
「
よ
き

経
営
者
を
め
ざ
す
も
の
の
団

体
」
た
る
高
崎
法
人
会
の
活
動

の
奥
深
さ
を
、
喜
び
と
共
に
、

改
め
て
強
く
感
じ
た
次
第
で

す
。「
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
」
を
活
用
し
た
「
企
業
の
税

務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
の

た
め
の
取
組
」
推
進
に
つ
い
て

も
積
極
的
に
ご
尽
力
い
た
だ
い

て
お
り
、
国
税
庁
の
使
命
で
あ

る
「
納
税
者
の
自
発
的
な
納
税

義
務
の
履
行
の
実
現
」
に
つ
な

が
る
意
義
あ
る
取
組
を
積
極
的

に
実
施
し
引
き
継
い
で
お
り
ま

す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
来
年
十
月

の
改
正
消
費
税
法
の
施
行
、
特

に
軽
減
税
率
制
度
導
入
に
係
る

私
ど
も
の
講
習
会
・
税
務
広
報

等
取
組
に
つ
き
ま
し
て
、
皆
様

の
な
お
一
層
の
ご
支
援
を
賜
れ

れ
ば
大
変
心
強
い
限
り
で
ご
ざ

い
ま
す
。

　
む
す
び
に
当
た
り
ま
し
て
、

一
般
社
団
法
人
高
崎
法
人
会
の

益
々
の
ご
発
展
と
、
会
員
各
位

の
ご
健
勝
、
各
事
業
の
ご
繁
栄

を
祈
念
し
、
着
任
の
あ
い
さ
つ

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

高
崎
税
務
署
長

　田

　中

　正

　治

平成24年７月　関東信越国税不服審判所　副審判官

平成25年７月　税務大学校　総合教育部教授（所得税担当）

平成27年７月　関東信越国税局　課税第一部国税訟務官室

主任訟務官

平成28年７月　富岡税務署長

平成29年７月　上田税務署長

高崎税務署の人事異動

　去る７月10日付で高崎税務署の定期人事異動がありましたので、ご案内いたします。

新幹部職員等（法人課税関係） （敬称略）

職 名 氏 名 前 任 署 等

署 長

副署長（管理・徴収・法人担当）

副署長（総務・個人・資産担当）

総 務 課 長

法人課税第一部門統括官

法人課税第一部門法人会担当

田 中 正 治

三 井　　　浩

神 蔵 進 一

桒 山 義 浩

加 藤　　　明

加 藤 正 信

上田税務署長

関東信越国税不服審判所　審判官

留任

関東信越国税局　資産税課　課長補佐

館林税務署　法人課税第一部門　統括官

高崎税務署　法人課税第四部門　上席調査官



４法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０ ３法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０

平成３１年度　税制改正に関するスローガン・税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

な
ど
に
発
展
し
て
お
り
、
我
が

国
に
と
っ
て
も
看
過
で
き
な
い

リ
ス
ク
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

で
さ
え
力
強
さ
を
欠
く
我
が
国

経
済
が
変
調
を
き
た
す
よ
う
な

こ
と
に
な
れ
ば
、
地
域
経
済
と

雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企

業
へ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。

い
ま
か
ら
税
制
を
含
め
た
周
到

な
活
性
化
策
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
国
と
地
方
の
長
期
債
務
残
高

が
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の

ほ
ぼ
２
倍
の
約
１
，
１
０
０
兆

円
に
達
し
た
我
が
国
財
政
の
悪

化
ぶ
り
は
、
先
進
国
の
中
で
も

突
出
し
て
い
る
。
こ
の
目
を
覆

い
た
く
な
る
よ
う
な
惨
状
の
主

因
が
、
社
会
保
障
を
中
心
と
し

た
「
受
益
」
と
、
税
や
社
会
保

険
料
と
い
っ
た
「
負
担
」
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
、
つ
ま
り
「
中
福

祉
・
低
負
担
」
と
い
う
税
財
政

構
造
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。

平成３１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

税
制
改
正
に
関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

平
成
31
年
度

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
。

　
　
　
　
　
　目
標
の
早
期
達
成
に
向
け
て
全
力
を
！

○
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
は
不
可
避
。

社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
た
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

○
中
小
企
業
向
け
税
制
措
置
を
拡
充
し
、

真
の
経
済
再
生
を
！

○
中
小
企
業
は
雇
用
の
担
い
手
。

　事
業
承
継
税
制
の
改
革
は
地
方
活
性
化
の
た
め
に
も
重
要
！

は
じ
め
に

　
我
が
国
経
済
は
引
き
続
き
緩

や
か
に
拡
大
し
て
い
る
が
、
自

律
的
で
力
強
い
好
循
環
に
入
っ

た
と
は
言
い
難
い
。
良
好
な
企

業
業
績
や
人
手
不
足
感
の
強
ま

り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
や

個
人
消
費
へ
の
波
及
力
が
十
分

で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
安
倍

晋
三
政
権
の
宿
願
で
あ
る
デ
フ

　
我
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の

ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化
が
進

み
、
か
つ
人
口
減
少
と
い
う
構

造
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
う

し
た
環
境
下
で
現
在
の
よ
う
な

税
財
政
構
造
が
続
く
限
り
、
財

政
は
破
た
ん
に
向
か
う
こ
と
必

至
で
あ
ろ
う
。
そ
の
危
機
を
回

避
す
る
に
は
、
厳
し
い
財
政
規

律
の
下
、
「
受
益
」
を
大
胆
に

抑
制
し
「
負
担
」
を
必
要
な
水

準
に
引
き
上
げ
て
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
へ
構
造
転
換
す
る
し

か
方
法
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
し

た
議
論
は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

構
造
転
換
は
目
に
見
え
る
進
展

を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

理
由
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
挙
げ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
解
決

を
先
送
り
し
て
き
た
政
治
の
責

任
だ
が
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に

も
危
機
感
が
欠
け
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

と
財
政
健
全
化
の
両
立
を
目
指

し
た
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
に
は
構
造
転
換
を
図
る

明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
述

す
る
よ
う
に
、
い
ま
や
改
革
理

念
は
色
褪
せ
、
政
策
の
中
身
も

明
ら
か
に
変
質
し
て
し
ま
っ

基
本
的
な
課
題

第
一

税
・
財
政
改
革
の

　
　
　
　
　あ
り
方

た
。
そ
の
原
因
が
指
摘
し
た
よ

う
な
財
政
規
律
の
毀
損
に
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
現

在
の
危
険
水
域
か
ら
脱
出
す
る

に
は
、
国
を
挙
げ
て
税
財
政
改

革
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な

い
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

　
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上

げ
は
昨
年
、
納
得
で
き
る
理
由

が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
２
０
１
９

年
10
月
へ
大
幅
に
再
延
期
さ
れ

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
２
０
２
０

年
度
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
目
標
達
成

は
不
可
能
と
な
り
、
本
年
６
月

の
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の

基
本
方
針
」（
骨
太
の
方
針
２

０
１
８
）
で
は
、
そ
の
達
成
時

期
を
２
０
２
５
年
度
へ
大
幅
延

期
し
た
。
２
０
２
２
年
か
ら
団

塊
の
世
代
が
75
歳
の
後
期
高
齢

者
に
入
り
始
め
る
こ
と
な
ど
を

考
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
く
こ
と
が
極

め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

　
「
骨
太
の
方
針
２
０
１
８
」

は
ま
た
、
２
０
２
１
年
度
を
中

間
年
度
と
し
て
①
Ｐ
Ｂ
赤
字
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
1.5
％
程
度
②
債

務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
180
％
台

前
半
③
財
政
収
支
赤
字
を
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
３
％
以
下
　
　
と
す
る

中
間
目
標
を
設
定
し
た
。
し
か

し
、
債
務
残
高
と
財
政
収
支
の

目
標
値
に
つ
い
て
は
、
本
年
１

月
と
７
月
の
内
閣
府
試
算
で
示

さ
れ
て
い
る
高
い
名
目
成
長
率

や
超
低
金
利
を
前
提
と
す
れ
ば

達
成
で
き
る
水
準
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
両
指
標
は
金
利
が

正
常
化
す
れ
ば
、
逆
に
悪
化
し

て
い
く
点
を
決
し
て
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
２
０
１

８
年
度
を
中
間
年
度
と
し
た
以

前
の
財
政
健
全
化
計
画
で
は
政

策
経
費
の
増
加
額
を
抑
制
す
る

数
値
を
示
し
た
の
に
対
し
、
今

回
は
見
送
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
財
政
規
律
の
毀
損

は
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ

る
。
と
り
わ
け
、
消
費
税
収
の

使
途
拡
大
は
極
め
て
問
題
で
あ

る
。
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」で
は
年
金
、医
療
、介
護
、

子
育
て
の
社
会
保
障
４
経
費
を

対
象
と
し
て
き
た
が
、
新
た
に

教
育
無
償
化
が
加
わ
っ
た
。
こ

れ
は
一
体
改
革
の
理
念
を
根
底

か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
、
財
政

健
全
化
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な

く
将
来
の
税
率
引
き
上
げ
の
議

論
に
も
影
響
を
与
え
よ
う
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対

す
る
基
本
的
考
え
方

　
政
府
が
公
表
し
た
社
会
保
障

給
付
費
の
長
期
見
通
し
に
よ
る

と
、
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
が
年

金
受
給
年
齢
に
達
す
る
な
ど
高

齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

２
０
４
０
年
に
は
、
今
年
度
を

70
兆
円
近
く
上
回
る
１
９
０
兆

円
に
上
る
。
そ
し
て
、
目
の
前

に
は
「
団
塊
の
世
代
」
が
す
べ

て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込

ま
れ
る
「
２
０
２
５
年
問
題
」

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と

保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

適
正
な
「
負
担
」
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
「
給
付
」
を
「
重

点
化
・
効
率
化
」
に
よ
っ
て
可

能
な
限
り
抑
制
し
な
い
と
持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
は
構
築

で
き
ま
い
。
と
り
わ
け
、
急
増

が
見
込
ま
れ
る
医
療
、
介
護
分

野
に
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
今
年
度
は
診

療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
改
定
年

が
同
時
と
な
っ
て
注
目
さ
れ

た
。
し
か
し
、「
薬
価
」
に
つ
い

て
は
引
き
下
げ
ら
れ
た
う
え
、

２
年
に
一
度
の
改
定
を
毎
年
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

の
、
肝
心
の
医
師
の
人
件
費
に

あ
た
る
「
本
体
」
は
引
き
上
げ

ら
れ
た
。
診
療
報
酬
が
公
費
と

保
険
料
等
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
改

革
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
社
会
保
障
の
基
本
的
あ
り
方

で
は
、「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直

す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点
も
重

要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
医
療

保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険

の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負

担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
お
い

て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平

性
を
原
則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
医
療
費
と
介
護
費
の

抑
制
に
つ
な
が
る
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
健
康
寿
命
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
客
観
的
な
デ
ー

タ
分
析
に
基
づ
く
実
効
性
の
あ

る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

　
延
期
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
き
上
げ
が
来
年
10

月
に
迫
っ
た
。
社
会
保
障
の
安

定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
の

た
め
に
は
確
実
に
実
施
せ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
こ
と
で
も
あ

る
。
「
行
革
の
徹
底
」
が
消
費

税
引
き
上
げ
の
前
提
に
な
っ
た

の
は
、
そ
れ
を
国
民
に
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
改
め
て
想

起
す
れ
ば
、
地
方
を
含
め
た
政

府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始

め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら

身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
政
府
・
議
会
と

も
に
国
民
の
信
頼
を
裏
切
る
よ

う
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は

残
念
で
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の

が
、
「
１
票
の
格
差
」
是
正
と

合
区
対
策
を
理
由
に
、
参
議
院

の
定
数
を
６
増
や
す
見
直
し
が

行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
衆
参
両
院
で
は
「
１
票

の
格
差
」
是
正
を
目
的
に
定
数

見
直
し
を
行
っ
て
き
た
が
、
国

民
の
期
待
す
る
改
革
は
も
っ
と

抜
本
的
な
議
員
定
数
の
削
減
で

あ
る
。
今
回
の
定
数
増
が
改
革

に
逆
行
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
と
て
も
容
認
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。

　
ま
た
近
年
、
税
金
が
含
ま
れ

て
い
る
政
治
資
金
に
つ
い
て
不

適
切
と
さ
れ
る
支
出
も
目
立
っ

て
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
の

見
直
し
な
ど
を
行
い
、
使
途
の

レ
脱
却
に
も
至
っ
て
い
な
い
。

　
日
銀
が
異
次
元
と
さ
れ
る
大

規
模
金
融
緩
和
を
長
期
に
わ

た
っ
て
実
施
し
て
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
２
％
の
物
価
目
標

は
再
三
に
わ
た
り
達
成
時
期
が

延
期
さ
れ
た
う
え
、
目
標
時
期

の
明
示
そ
の
も
の
ま
で
取
り
や

め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

大
規
模
緩
和
の
副
作
用
が
顕
在

化
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
緩
和

政
策
の
一
部
修
正
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
こ
れ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
の
中
核
と
な
る
べ
き
成
長
戦

略
が
規
制
改
革
の
後
退
な
ど
で

力
強
さ
を
欠
き
、
金
融
政
策
に

依
存
し
す
ぎ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
国
家
的
課
題
で
あ
る
財
政
健

全
化
も
後
退
す
る
一
方
で
あ
る
。

政
府
は
国
・
地
方
の
基
礎
的
財

政
収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ

ン
ス
＝
Ｐ
Ｂ
）
の
黒
字
化
目
標

の
達
成
時
期
に
つ
い
て
、
消
費

税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
を
２

０
１
９
年
10
月
に
再
延
期
し
た

こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
２
０
２

０
年
度
か
ら
２
０
２
５
年
度
へ

大
幅
に
延
期
し
た
。
さ
ら
に
中

間
年
度
に
向
け
た
歳
出
増
加
額

の
抑
制
目
標
で
は
、
社
会
保
障

費
な
ど
の
数
値
設
定
を
避
け
た
。

　
ま
た
、
消
費
税
収
の
使
途
に

つ
い
て
も
、こ
れ
ま
で
の
年
金
、

医
療
、
介
護
、
子
育
て
と
い
う

社
会
保
障
４
経
費
に
加
え
教
育

無
償
化
に
対
象
を
拡
大
し
た
。

こ
れ
は
「
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
」
の
理
念
を
明
ら
か
に

逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
財
政

規
律
を
大
き
く
毀
損
す
る
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
改
革
の
後
退

を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
国
際
経
済
面
で
は
、
懸
念
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
保
護

主
義
的
政
策
が
米
中
通
商
摩
擦
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な
ど
に
発
展
し
て
お
り
、
我
が

国
に
と
っ
て
も
看
過
で
き
な
い

リ
ス
ク
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ

で
さ
え
力
強
さ
を
欠
く
我
が
国

経
済
が
変
調
を
き
た
す
よ
う
な

こ
と
に
な
れ
ば
、
地
域
経
済
と

雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
中
小
企

業
へ
の
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。

い
ま
か
ら
税
制
を
含
め
た
周
到

な
活
性
化
策
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　
国
と
地
方
の
長
期
債
務
残
高

が
国
内
総
生
産
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の

ほ
ぼ
２
倍
の
約
１
，
１
０
０
兆

円
に
達
し
た
我
が
国
財
政
の
悪

化
ぶ
り
は
、
先
進
国
の
中
で
も

突
出
し
て
い
る
。
こ
の
目
を
覆

い
た
く
な
る
よ
う
な
惨
状
の
主

因
が
、
社
会
保
障
を
中
心
と
し

た
「
受
益
」
と
、
税
や
社
会
保

険
料
と
い
っ
た
「
負
担
」
の
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
、
つ
ま
り
「
中
福

祉
・
低
負
担
」
と
い
う
税
財
政

構
造
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。

平成３１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

税
制
改
正
に
関
す
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

平
成
31
年
度

○
財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
。

　
　
　
　
　
　目
標
の
早
期
達
成
に
向
け
て
全
力
を
！

○
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
は
不
可
避
。

社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
た
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
！

○
中
小
企
業
向
け
税
制
措
置
を
拡
充
し
、

真
の
経
済
再
生
を
！

○
中
小
企
業
は
雇
用
の
担
い
手
。

　事
業
承
継
税
制
の
改
革
は
地
方
活
性
化
の
た
め
に
も
重
要
！

は
じ
め
に

　
我
が
国
経
済
は
引
き
続
き
緩

や
か
に
拡
大
し
て
い
る
が
、
自

律
的
で
力
強
い
好
循
環
に
入
っ

た
と
は
言
い
難
い
。
良
好
な
企

業
業
績
や
人
手
不
足
感
の
強
ま

り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
や

個
人
消
費
へ
の
波
及
力
が
十
分

で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
安
倍

晋
三
政
権
の
宿
願
で
あ
る
デ
フ

　
我
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の

ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化
が
進

み
、
か
つ
人
口
減
少
と
い
う
構

造
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
う

し
た
環
境
下
で
現
在
の
よ
う
な

税
財
政
構
造
が
続
く
限
り
、
財

政
は
破
た
ん
に
向
か
う
こ
と
必

至
で
あ
ろ
う
。
そ
の
危
機
を
回

避
す
る
に
は
、
厳
し
い
財
政
規

律
の
下
、
「
受
益
」
を
大
胆
に

抑
制
し
「
負
担
」
を
必
要
な
水

準
に
引
き
上
げ
て
「
中
福
祉
・

中
負
担
」
へ
構
造
転
換
す
る
し

か
方
法
は
あ
る
ま
い
。
そ
う
し

た
議
論
は
今
に
始
ま
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、

構
造
転
換
は
目
に
見
え
る
進
展

を
示
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の

理
由
は
な
ぜ
か
。
ま
ず
挙
げ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
解
決

を
先
送
り
し
て
き
た
政
治
の
責

任
だ
が
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に

も
危
機
感
が
欠
け
て
い
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

と
財
政
健
全
化
の
両
立
を
目
指

し
た
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」
に
は
構
造
転
換
を
図
る

明
確
な
意
図
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
後
述

す
る
よ
う
に
、
い
ま
や
改
革
理

念
は
色
褪
せ
、
政
策
の
中
身
も

明
ら
か
に
変
質
し
て
し
ま
っ

基
本
的
な
課
題

第
一

税
・
財
政
改
革
の

　
　
　
　
　あ
り
方

た
。
そ
の
原
因
が
指
摘
し
た
よ

う
な
財
政
規
律
の
毀
損
に
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
現

在
の
危
険
水
域
か
ら
脱
出
す
る

に
は
、
国
を
挙
げ
て
税
財
政
改

革
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な

い
。

１
．財
政
健
全
化
に
向
け
て

　
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上

げ
は
昨
年
、
納
得
で
き
る
理
由

が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
２
０
１
９

年
10
月
へ
大
幅
に
再
延
期
さ
れ

た
。
こ
れ
に
伴
い
、
２
０
２
０

年
度
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
目
標
達
成

は
不
可
能
と
な
り
、
本
年
６
月

の
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の

基
本
方
針
」（
骨
太
の
方
針
２

０
１
８
）
で
は
、
そ
の
達
成
時

期
を
２
０
２
５
年
度
へ
大
幅
延

期
し
た
。
２
０
２
２
年
か
ら
団

塊
の
世
代
が
75
歳
の
後
期
高
齢

者
に
入
り
始
め
る
こ
と
な
ど
を

考
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
に
黒
字

化
を
達
成
し
て
お
く
こ
と
が
極

め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

　
「
骨
太
の
方
針
２
０
１
８
」

は
ま
た
、
２
０
２
１
年
度
を
中

間
年
度
と
し
て
①
Ｐ
Ｂ
赤
字
の

対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
1.5
％
程
度
②
債

務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
180
％
台

前
半
③
財
政
収
支
赤
字
を
対
Ｇ

Ｄ
Ｐ
比
３
％
以
下
　
　
と
す
る

中
間
目
標
を
設
定
し
た
。
し
か

し
、
債
務
残
高
と
財
政
収
支
の

目
標
値
に
つ
い
て
は
、
本
年
１

月
と
７
月
の
内
閣
府
試
算
で
示

さ
れ
て
い
る
高
い
名
目
成
長
率

や
超
低
金
利
を
前
提
と
す
れ
ば

達
成
で
き
る
水
準
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の
両
指
標
は
金
利
が

正
常
化
す
れ
ば
、
逆
に
悪
化
し

て
い
く
点
を
決
し
て
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
２
０
１

８
年
度
を
中
間
年
度
と
し
た
以

前
の
財
政
健
全
化
計
画
で
は
政

策
経
費
の
増
加
額
を
抑
制
す
る

数
値
を
示
し
た
の
に
対
し
、
今

回
は
見
送
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
財
政
規
律
の
毀
損

は
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
ら
れ

る
。
と
り
わ
け
、
消
費
税
収
の

使
途
拡
大
は
極
め
て
問
題
で
あ

る
。
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体

改
革
」で
は
年
金
、医
療
、介
護
、

子
育
て
の
社
会
保
障
４
経
費
を

対
象
と
し
て
き
た
が
、
新
た
に

教
育
無
償
化
が
加
わ
っ
た
。
こ

れ
は
一
体
改
革
の
理
念
を
根
底

か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
、
財
政

健
全
化
を
阻
害
す
る
だ
け
で
な

く
将
来
の
税
率
引
き
上
げ
の
議

論
に
も
影
響
を
与
え
よ
う
。

２
．
社
会
保
障
制
度
に
対

す
る
基
本
的
考
え
方

　
政
府
が
公
表
し
た
社
会
保
障

給
付
費
の
長
期
見
通
し
に
よ
る

と
、
「
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
」
が
年

金
受
給
年
齢
に
達
す
る
な
ど
高

齢
者
人
口
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

２
０
４
０
年
に
は
、
今
年
度
を

70
兆
円
近
く
上
回
る
１
９
０
兆

円
に
上
る
。
そ
し
て
、
目
の
前

に
は
「
団
塊
の
世
代
」
が
す
べ

て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
医
療

と
介
護
の
給
付
費
急
増
が
見
込

ま
れ
る
「
２
０
２
５
年
問
題
」

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
社
会
保
障
給
付
費
は
公
費
と

保
険
料
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

適
正
な
「
負
担
」
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
「
給
付
」
を
「
重

点
化
・
効
率
化
」
に
よ
っ
て
可

能
な
限
り
抑
制
し
な
い
と
持
続

可
能
な
社
会
保
障
制
度
は
構
築

で
き
ま
い
。
と
り
わ
け
、
急
増

が
見
込
ま
れ
る
医
療
、
介
護
分

野
に
切
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が

極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
今
年
度
は
診

療
報
酬
と
介
護
報
酬
の
改
定
年

が
同
時
と
な
っ
て
注
目
さ
れ

た
。
し
か
し
、「
薬
価
」
に
つ
い

て
は
引
き
下
げ
ら
れ
た
う
え
、

２
年
に
一
度
の
改
定
を
毎
年
実

施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の

の
、
肝
心
の
医
師
の
人
件
費
に

あ
た
る
「
本
体
」
は
引
き
上
げ

ら
れ
た
。
診
療
報
酬
が
公
費
と

保
険
料
等
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
改

革
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
社
会
保
障
の
基
本
的
あ
り
方

で
は
、「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」

の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直

す
ほ
か
、
公
平
性
の
視
点
も
重

要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
医
療

保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保
険

の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負

担
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
に
お
い

て
も
負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平

性
を
原
則
と
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
医
療
費
と
介
護
費
の

抑
制
に
つ
な
が
る
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
健
康
寿
命
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
客
観
的
な
デ
ー

タ
分
析
に
基
づ
く
実
効
性
の
あ

る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．行
政
改
革
の
徹
底

　
延
期
さ
れ
て
い
た
消
費
税
率

10
％
へ
の
引
き
上
げ
が
来
年
10

月
に
迫
っ
た
。
社
会
保
障
の
安

定
財
源
確
保
と
財
政
健
全
化
の

た
め
に
は
確
実
に
実
施
せ
ね
ば

な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
国
民
に

痛
み
を
求
め
る
こ
と
で
も
あ

る
。
「
行
革
の
徹
底
」
が
消
費

税
引
き
上
げ
の
前
提
に
な
っ
た

の
は
、
そ
れ
を
国
民
に
理
解
し

て
も
ら
う
た
め
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
経
緯
を
改
め
て
想

起
す
れ
ば
、
地
方
を
含
め
た
政

府
・
議
会
が
「
ま
ず
隗
よ
り
始

め
よ
」
の
精
神
に
基
づ
き
自
ら

身
を
削
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
政
府
・
議
会
と

も
に
国
民
の
信
頼
を
裏
切
る
よ

う
な
事
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は

残
念
で
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の

が
、
「
１
票
の
格
差
」
是
正
と

合
区
対
策
を
理
由
に
、
参
議
院

の
定
数
を
６
増
や
す
見
直
し
が

行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
、
衆
参
両
院
で
は
「
１
票

の
格
差
」
是
正
を
目
的
に
定
数

見
直
し
を
行
っ
て
き
た
が
、
国

民
の
期
待
す
る
改
革
は
も
っ
と

抜
本
的
な
議
員
定
数
の
削
減
で

あ
る
。
今
回
の
定
数
増
が
改
革

に
逆
行
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ

り
、
と
て
も
容
認
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。

　
ま
た
近
年
、
税
金
が
含
ま
れ

て
い
る
政
治
資
金
に
つ
い
て
不

適
切
と
さ
れ
る
支
出
も
目
立
っ

て
お
り
、
政
治
資
金
規
正
法
の

見
直
し
な
ど
を
行
い
、
使
途
の

レ
脱
却
に
も
至
っ
て
い
な
い
。

　
日
銀
が
異
次
元
と
さ
れ
る
大

規
模
金
融
緩
和
を
長
期
に
わ

た
っ
て
実
施
し
て
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
２
％
の
物
価
目
標

は
再
三
に
わ
た
り
達
成
時
期
が

延
期
さ
れ
た
う
え
、
目
標
時
期

の
明
示
そ
の
も
の
ま
で
取
り
や

め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

大
規
模
緩
和
の
副
作
用
が
顕
在

化
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
緩
和

政
策
の
一
部
修
正
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
。
こ
れ
は
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
の
中
核
と
な
る
べ
き
成
長
戦

略
が
規
制
改
革
の
後
退
な
ど
で

力
強
さ
を
欠
き
、
金
融
政
策
に

依
存
し
す
ぎ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

　
国
家
的
課
題
で
あ
る
財
政
健

全
化
も
後
退
す
る
一
方
で
あ
る
。

政
府
は
国
・
地
方
の
基
礎
的
財

政
収
支
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ

ン
ス
＝
Ｐ
Ｂ
）
の
黒
字
化
目
標

の
達
成
時
期
に
つ
い
て
、
消
費

税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
を
２

０
１
９
年
10
月
に
再
延
期
し
た

こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
２
０
２

０
年
度
か
ら
２
０
２
５
年
度
へ

大
幅
に
延
期
し
た
。
さ
ら
に
中

間
年
度
に
向
け
た
歳
出
増
加
額

の
抑
制
目
標
で
は
、
社
会
保
障

費
な
ど
の
数
値
設
定
を
避
け
た
。

　
ま
た
、
消
費
税
収
の
使
途
に

つ
い
て
も
、こ
れ
ま
で
の
年
金
、

医
療
、
介
護
、
子
育
て
と
い
う

社
会
保
障
４
経
費
に
加
え
教
育

無
償
化
に
対
象
を
拡
大
し
た
。

こ
れ
は
「
社
会
保
障
と
税
の
一

体
改
革
」
の
理
念
を
明
ら
か
に

逸
脱
し
た
も
の
で
あ
り
、
財
政

規
律
を
大
き
く
毀
損
す
る
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
改
革
の
後
退

を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
国
際
経
済
面
で
は
、
懸
念
さ

れ
た
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
保
護

主
義
的
政
策
が
米
中
通
商
摩
擦
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害
対
策
と
な
っ
て
い
る
利
用
範

囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
が
重

要
課
題
と
な
る
が
、
広
範
な
国

民
的
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

６
．今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

　
今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ

て
は
、①
経
済
の
持
続
的
成
長

と
雇
用
の
創
出
②
少
子
高
齢
化

や
人
口
減
少
社
会
の
急
進
展
③

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
と
そ
れ
が
も

た
ら
す
所
得
格
差
な
ど
、
経
済

社
会
の
大
き
な
構
造
変
化
④
国

際
間
の
経
済
取
引
の
増
大
や
多

様
化
、
諸
外
国
の
租
税
政
策
等

と
の
国
際
的
整
合
性
　
　
な
ど

に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
視

点
等
を
踏
ま
え
、
税
制
全
体
を

抜
本
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
我
が
国
経
済
は
好
調
な
企
業

業
績
な
ど
を
背
景
に
、
緩
や
か

な
拡
大
基
調
を
続
け
て
い
る
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
最
大
の
成
果
と

い
わ
れ
る
円
安
・
株
高
傾
向
が

比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て
き

税
」
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
地
方
は
国
の
仕
送
り
（
地

方
交
付
税
）を
貯
金
し
て
い
る
」

と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
財
政
調

整
基
金
な
ど
地
方
の
基
金
残
高

総
額
も
、
21.6
兆
円
（
28
年
度
決

算
）
に
膨
ら
ん
で
い
る
。
国
の

Ｐ
Ｂ
が
大
幅
赤
字
で
地
方
が
黒

字
と
い
う
財
政
状
況
を
考
え
れ

ば
地
方
交
付
税
の
相
応
の
削
減

が
必
要
に
な
ろ
う
が
、
今
年
度

予
算
で
は
数
百
億
円
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
地
方
交
付
税
は

国
が
地
方
の
財
源
不
足
を
保
障

す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪

め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、

そ
の
改
革
は
「
骨
太
の
方
針
」

で
も
求
め
ら
れ
て
き
た
経
緯
が

あ
る
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け

で
な
く
、
自
ら
の
責
任
で
必
要

な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改

革
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期
で

活
性
化
に
と
っ
て
も
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に

不
可
欠
な
こ
と
は
地
方
の
自

立
・
自
助
の
精
神
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
。
地
方
創
生
戦
略
も
こ
れ
を

基
本
理
念
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
政
府
は
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
基
本
方
針
２
０
１

８
」
で
東
京
一
極
集
中
の
是
正

な
ど
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
地
方
自
身

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を

い
か
し
た
活
性
化
戦
略
を
構
築

で
き
る
か
が
カ
ギ
と
な
ろ
う
。

地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に

よ
り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ

ジ
ネ
ス
手
法
を
ど
う
開
発
し
て

い
く
か
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　
「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に

み
ら
れ
る
返
礼
品
競
争
の
よ
う

な
手
法
は
、
あ
ま
り
に
安
直
で

あ
り
真
の
地
方
活
性
化
に
は
つ

な
が
る
ま
い
。
さ
す
が
に
総
務

省
も
昨
年
４
月
、
返
礼
品
の
送

付
に
つ
い
て
一
定
の
基
準
を
設

け
た
が
、
そ
も
そ
も
住
民
税
は

居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と

は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先

を
納
税
者
の
出
身
自
治
体
に
限

定
す
る
な
ど
、
「
ふ
る
さ
と
納

消
費
税
制
度
の
信
頼
性
と
有
効

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
以

下
の
対
応
措
置
が
重
要
で
あ
る
。

５
．マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
運
用

が
開
始
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
依
然
と
し
て
国
民
や
事
業

者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は

引
き
続
き
、
制
度
の
意
義
等
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
。

　
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て

は
、
国
民
の
信
頼
感
を
得
る
こ

と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
年
金
情
報
流
出
問
題
な

ど
を
踏
ま
え
、
個
人
情
報
の
漏

洩
、
第
三
者
の
悪
用
を
防
ぐ
た

め
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど

制
度
の
適
切
な
運
用
が
担
保
さ

れ
る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
コ
ス
ト
意
識
を
徹
底
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。さ
ら
に
、

国
民
の
利
便
性
を
高
め
る
観
点

か
ら
は
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
や
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
た
場
合
の
申

告
納
税
手
続
き
の
簡
素
化
や
各

種
手
当
等
の
申
請
手
続
き
の
簡

略
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
今
後
は
社
会
保
障
と
税
、
災
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第
二

経
済
活
性
化
と

　
　中
小
企
業
対
策

た
か
ら
だ
が
、
そ
の
支
え
と

な
っ
て
き
た
異
次
元
の
大
規
模

金
融
緩
和
政
策
が
修
正
局
面
を

迎
え
て
い
る
。

　
日
銀
が
２
％
の
イ
ン
フ
レ
目

標
達
成
の
時
期
明
示
を
取
り
や

め
る
一
方
で
、
長
期
金
利
の
誘

導
目
標
金
利
の
上
昇
を
容
認
し

た
の
で
あ
る
。
政
策
修
正
の
背

景
に
は
市
場
機
能
の
歪
み
や
銀

行
収
益
圧
迫
に
よ
る
金
融
機
能

へ
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

明
ら
か
に
金
融
政
策
の
限
界
を

示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
柱
で
あ
る

成
長
戦
略
も
、
〝一
丁
目
一
番

地〟

で
あ
っ
た
は
ず
の
規
制
改

革
が
勢
い
を
失
っ
た
。
「
骨
太

の
方
針
２
０
１
８
」
で
は
生
産

性
向
上
を
目
指
し
、
教
育
無
償

化
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
人
づ

く
り
革
命
」
や
残
業
の
罰
則
付

き
上
限
な
ど
の
「
働
き
方
改
革
」

を
目
玉
と
し
て
掲
げ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
政
策
が
潜
在
成

長
力
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
か

は
定
か
で
は
な
い
。

　
海
外
経
済
に
目
を
向
け
る

と
、
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定

（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
離
脱
や
中
国
な
ど

と
の
通
商
摩
擦
を
惹
起
し
て
い

る
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
保
護
主

義
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る

と
、
我
が
国
の
経
済
戦
略
全
体

を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　
ま
た
、
地
域
経
済
と
雇
用
を

担
う
中
小
企
業
の
活
性
化
も
不

可
欠
で
あ
り
、
地
方
創
生
戦
略

と
の
連
携
や
事
業
承
継
税
制
の

さ
ら
な
る
環
境
整
備
が
求
め
ら

れ
よ
う
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

　
法
人
実
効
税
率
は
平
成
28
年

度
税
制
改
正
で
「
20
％
台
」
が

実
現
し
、
今
年
度
は
29.74
％
と

な
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
米
政

権
の
税
制
改
革
で
は
大
幅
な
引

き
下
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の

米
国
と
比
べ
て
も
ほ
ぼ
同
じ
水

準
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国

の
法
人
実
効
税
率
平
均
は

25
％
、
ア
ジ
ア
10
カ
国
の
平
均

は
22
％
と
な
っ
て
お
り
、
依
然

と
し
て
我
が
国
の
水
準
は
高

い
。
こ
の
た
め
、
国
際
競
争
力

強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の

効
果
等
を
見
極
め
つ
つ
、
さ
ら

な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に

資
す
る
税
制
措
置

　
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担

い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
や
厳
し
い
環
境

変
化
に
対
応
し
、
そ
の
存
在
感

を
維
持
で
き
る
よ
う
な
税
制
の

確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め

る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の

活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に

大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等

に
よ
っ
て
事
業
が
承
継
で
き
な

く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹

が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
今
年

度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、

さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必

要
と
考
え
る
。

　
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見

直
し
、
財
政
や
行
政
の
効
率
化

を
図
る
地
方
分
権
化
は
地
方
の

適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
国
民
の
政
治
と
行
政
に
対
す

る
不
信
感
は
極
度
に
高
ま
っ
て

い
る
。
も
は
や
、
改
革
の
先
送

り
は
許
さ
れ
な
い
。
以
下
の
諸

施
策
に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確

な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
。

４
．
消
費
税
引
き
上
げ
に

伴
う
対
応
措
置

　
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上

げ
と
同
時
に
軽
減
税
率
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
事
業
者
の
事
務
負

担
が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡

素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ

び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら

問
題
が
多
く
、
税
率
10
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い

こ
と
を
改
め
て
表
明
し
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス

に
つ
い
て
は
、
単
一
税
率
で
あ

れ
ば
現
行
の
「
請
求
書
等
保
存

方
式
」
で
十
分
対
応
で
き
る
も

の
と
考
え
る
の
で
、
導
入
の
必

要
は
な
い
。
ま
た
、
低
所
得
者

対
策
は
現
行
の
「
簡
素
な
給
付

措
置
」
の
見
直
し
で
対
応
す
る

の
が
適
当
で
あ
る
。

　
税
率
引
き
上
げ
に
向
け
て
は
、

第
三

地
方
の
あ
り
方
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復 

興
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害
対
策
と
な
っ
て
い
る
利
用
範

囲
を
ど
こ
ま
で
広
げ
る
か
が
重

要
課
題
と
な
る
が
、
広
範
な
国

民
的
議
論
が
必
要
と
な
ろ
う
。

６
．今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

　
今
後
の
税
制
改
革
に
当
た
っ

て
は
、①
経
済
の
持
続
的
成
長

と
雇
用
の
創
出
②
少
子
高
齢
化

や
人
口
減
少
社
会
の
急
進
展
③

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
と
そ
れ
が
も

た
ら
す
所
得
格
差
な
ど
、
経
済

社
会
の
大
き
な
構
造
変
化
④
国

際
間
の
経
済
取
引
の
増
大
や
多

様
化
、
諸
外
国
の
租
税
政
策
等

と
の
国
際
的
整
合
性
　
　
な
ど

に
ど
う
対
応
す
る
か
と
い
う
視

点
等
を
踏
ま
え
、
税
制
全
体
を

抜
本
的
に
見
直
し
て
い
く
こ
と

が
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
我
が
国
経
済
は
好
調
な
企
業

業
績
な
ど
を
背
景
に
、
緩
や
か

な
拡
大
基
調
を
続
け
て
い
る
。

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
最
大
の
成
果
と

い
わ
れ
る
円
安
・
株
高
傾
向
が

比
較
的
安
定
的
に
推
移
し
て
き

税
」
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
見

直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　
「
地
方
は
国
の
仕
送
り
（
地

方
交
付
税
）を
貯
金
し
て
い
る
」

と
し
て
問
題
視
さ
れ
た
財
政
調

整
基
金
な
ど
地
方
の
基
金
残
高

総
額
も
、
21.6
兆
円
（
28
年
度
決

算
）
に
膨
ら
ん
で
い
る
。
国
の

Ｐ
Ｂ
が
大
幅
赤
字
で
地
方
が
黒

字
と
い
う
財
政
状
況
を
考
え
れ

ば
地
方
交
付
税
の
相
応
の
削
減

が
必
要
に
な
ろ
う
が
、
今
年
度

予
算
で
は
数
百
億
円
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
地
方
交
付
税
は

国
が
地
方
の
財
源
不
足
を
保
障

す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
地
方
の
財
政
規
律
を
歪

め
て
い
る
と
の
指
摘
が
多
く
、

そ
の
改
革
は
「
骨
太
の
方
針
」

で
も
求
め
ら
れ
て
き
た
経
緯
が

あ
る
。
地
方
は
国
に
頼
る
だ
け

で
な
く
、
自
ら
の
責
任
で
必
要

な
安
定
財
源
の
確
保
や
行
政
改

革
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興

に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期
で

活
性
化
に
と
っ
て
も
極
め
て
重

要
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に

不
可
欠
な
こ
と
は
地
方
の
自

立
・
自
助
の
精
神
で
あ
る
こ
と

を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
。
地
方
創
生
戦
略
も
こ
れ
を

基
本
理
念
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
政
府
は
「
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
基
本
方
針
２
０
１

８
」
で
東
京
一
極
集
中
の
是
正

な
ど
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る

が
、
そ
の
た
め
に
は
地
方
自
身

が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
強
み
を

い
か
し
た
活
性
化
戦
略
を
構
築

で
き
る
か
が
カ
ギ
と
な
ろ
う
。

地
域
の
民
間
の
知
恵
と
工
夫
に

よ
り
、
新
た
な
地
場
技
術
や
ビ

ジ
ネ
ス
手
法
を
ど
う
開
発
し
て

い
く
か
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

　
「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」
に

み
ら
れ
る
返
礼
品
競
争
の
よ
う

な
手
法
は
、
あ
ま
り
に
安
直
で

あ
り
真
の
地
方
活
性
化
に
は
つ

な
が
る
ま
い
。
さ
す
が
に
総
務

省
も
昨
年
４
月
、
返
礼
品
の
送

付
に
つ
い
て
一
定
の
基
準
を
設

け
た
が
、
そ
も
そ
も
住
民
税
は

居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、

他
の
自
治
体
に
納
税
す
る
こ
と

は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な

い
と
の
指
摘
も
あ
る
。
納
税
先

を
納
税
者
の
出
身
自
治
体
に
限

定
す
る
な
ど
、
「
ふ
る
さ
と
納

消
費
税
制
度
の
信
頼
性
と
有
効

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
以

下
の
対
応
措
置
が
重
要
で
あ
る
。

５
．マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
運
用

が
開
始
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
依
然
と
し
て
国
民
や
事
業

者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
政
府
は

引
き
続
き
、
制
度
の
意
義
等
の

周
知
に
努
め
、
そ
の
定
着
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
。

　
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て

は
、
国
民
の
信
頼
感
を
得
る
こ

と
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
年
金
情
報
流
出
問
題
な

ど
を
踏
ま
え
、
個
人
情
報
の
漏

洩
、
第
三
者
の
悪
用
を
防
ぐ
た

め
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど

制
度
の
適
切
な
運
用
が
担
保
さ

れ
る
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
、
コ
ス
ト
意
識
を
徹
底
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。さ
ら
に
、

国
民
の
利
便
性
を
高
め
る
観
点

か
ら
は
、ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
や
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
た
場
合
の
申

告
納
税
手
続
き
の
簡
素
化
や
各

種
手
当
等
の
申
請
手
続
き
の
簡

略
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
今
後
は
社
会
保
障
と
税
、
災
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第
二

経
済
活
性
化
と

　
　中
小
企
業
対
策

た
か
ら
だ
が
、
そ
の
支
え
と

な
っ
て
き
た
異
次
元
の
大
規
模

金
融
緩
和
政
策
が
修
正
局
面
を

迎
え
て
い
る
。

　
日
銀
が
２
％
の
イ
ン
フ
レ
目

標
達
成
の
時
期
明
示
を
取
り
や

め
る
一
方
で
、
長
期
金
利
の
誘

導
目
標
金
利
の
上
昇
を
容
認
し

た
の
で
あ
る
。
政
策
修
正
の
背

景
に
は
市
場
機
能
の
歪
み
や
銀

行
収
益
圧
迫
に
よ
る
金
融
機
能

へ
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

明
ら
か
に
金
融
政
策
の
限
界
を

示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
柱
で
あ
る

成
長
戦
略
も
、
〝一
丁
目
一
番

地〟

で
あ
っ
た
は
ず
の
規
制
改

革
が
勢
い
を
失
っ
た
。
「
骨
太

の
方
針
２
０
１
８
」
で
は
生
産

性
向
上
を
目
指
し
、
教
育
無
償

化
な
ど
を
中
心
と
し
た
「
人
づ

く
り
革
命
」
や
残
業
の
罰
則
付

き
上
限
な
ど
の
「
働
き
方
改
革
」

を
目
玉
と
し
て
掲
げ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
政
策
が
潜
在
成

長
力
に
ど
の
程
度
貢
献
す
る
か

は
定
か
で
は
な
い
。

　
海
外
経
済
に
目
を
向
け
る

と
、
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定

（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
離
脱
や
中
国
な
ど

と
の
通
商
摩
擦
を
惹
起
し
て
い

る
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
保
護
主

義
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る

と
、
我
が
国
の
経
済
戦
略
全
体

を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。

　
ま
た
、
地
域
経
済
と
雇
用
を

担
う
中
小
企
業
の
活
性
化
も
不

可
欠
で
あ
り
、
地
方
創
生
戦
略

と
の
連
携
や
事
業
承
継
税
制
の

さ
ら
な
る
環
境
整
備
が
求
め
ら

れ
よ
う
。

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

　
法
人
実
効
税
率
は
平
成
28
年

度
税
制
改
正
で
「
20
％
台
」
が

実
現
し
、
今
年
度
は
29.74
％
と

な
っ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ
米
政

権
の
税
制
改
革
で
は
大
幅
な
引

き
下
げ
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の

米
国
と
比
べ
て
も
ほ
ぼ
同
じ
水

準
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
国

の
法
人
実
効
税
率
平
均
は

25
％
、
ア
ジ
ア
10
カ
国
の
平
均

は
22
％
と
な
っ
て
お
り
、
依
然

と
し
て
我
が
国
の
水
準
は
高

い
。
こ
の
た
め
、
国
際
競
争
力

強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、
今
般

の
法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の

効
果
等
を
見
極
め
つ
つ
、
さ
ら

な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に

資
す
る
税
制
措
置

　
中
小
企
業
は
地
域
経
済
の
担

い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、

我
が
国
経
済
の
礎
で
あ
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
経
済
や
厳
し
い
環
境

変
化
に
対
応
し
、
そ
の
存
在
感

を
維
持
で
き
る
よ
う
な
税
制
の

確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
事
業
承
継
税
制
の
拡
充

　
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め

る
中
小
企
業
は
、
地
域
経
済
の

活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に

大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
そ
の

中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等

に
よ
っ
て
事
業
が
承
継
で
き
な

く
な
れ
ば
、
経
済
社
会
の
根
幹

が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
今
年

度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大

き
な
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、

さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必

要
と
考
え
る
。

　
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見

直
し
、
財
政
や
行
政
の
効
率
化

を
図
る
地
方
分
権
化
は
地
方
の

適
正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　
国
民
の
政
治
と
行
政
に
対
す

る
不
信
感
は
極
度
に
高
ま
っ
て

い
る
。
も
は
や
、
改
革
の
先
送

り
は
許
さ
れ
な
い
。
以
下
の
諸

施
策
に
つ
い
て
、
直
ち
に
明
確

な
期
限
と
数
値
目
標
を
定
め
て

改
革
を
断
行
す
る
よ
う
強
く
求

め
る
。

４
．
消
費
税
引
き
上
げ
に

伴
う
対
応
措
置

　
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上

げ
と
同
時
に
軽
減
税
率
が
導
入

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
事
業
者
の
事
務
負

担
が
大
き
い
う
え
、
税
制
の
簡

素
化
、
税
務
執
行
コ
ス
ト
お
よ

び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら

問
題
が
多
く
、
税
率
10
％
程
度

ま
で
は
単
一
税
率
が
望
ま
し
い

こ
と
を
改
め
て
表
明
し
た
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
ボ
イ
ス

に
つ
い
て
は
、
単
一
税
率
で
あ

れ
ば
現
行
の
「
請
求
書
等
保
存

方
式
」
で
十
分
対
応
で
き
る
も

の
と
考
え
る
の
で
、
導
入
の
必

要
は
な
い
。
ま
た
、
低
所
得
者

対
策
は
現
行
の
「
簡
素
な
給
付

措
置
」
の
見
直
し
で
対
応
す
る

の
が
適
当
で
あ
る
。

　
税
率
引
き
上
げ
に
向
け
て
は
、

第
三

地
方
の
あ
り
方

第
四

震 

災 

復 

興

高崎支店 027－363－4122
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人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民

税
、
法
人
事
業
税
の
申
告
納
税

手
続
き
に
つ
き
、
地
方
消
費
税

の
執
行
と
同
様
に
、
一
層
の
合

理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

２
．
租
税
教
育
の
充
実

　
税
は
国
や
地
方
が
国
民
に
供

与
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

で
あ
り
、
国
民
全
体
で
等
し
く

負
担
す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、

税
を
適
正
に
納
め
、
税
の
使
途

に
つ
い
て
も
厳
し
く
監
視
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
税
の
意
義
や
税
が
果

た
す
役
割
を
必
ず
し
も
国
民
が

十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育

に
取
り
組
み
、
納
税
意
識
の
向

上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

１
．法
人
税
関
係

（
１
）
役
員
給
与
の
損
金
算
入

の
拡
充

①
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算

入
と
す
べ
き

　
　
現
行
制
度
で
は
、
役
員

給
与
の
損
金
算
入
の
取
り

扱
い
が
限
定
さ
れ
て
お

り
、
と
く
に
報
酬
等
の
改

定
に
は
厳
し
い
制
約
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
。
役
員
給

与
は
、
本
来
、
職
務
執
行

の
対
価
で
あ
り
、
原
則
損

金
算
入
で
き
る
よ
う
見
直

す
べ
き
で
あ
る
。

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給

与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

　
　
経
営
者
の
経
営
意
欲
を

高
め
、
企
業
に
活
力
を
与

え
る
観
点
か
ら
、
同
族
会

社
に
お
け
る
役
員
の
業
績

連
動
給
与
に
つ
い
て
も
、
一

定
の
要
件
の
も
と
、
損
金
処

理
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
公
益
法
人
課
税

　
公
益
法
人
課
税
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
民
間
非
営
利

部
門
の
活
動
の
健
全
な
発
展

を
促
進
す
る
と
い
う
公
益
法

人
制
度
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
慎
重
に
検
討
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。

２
．所
得
税
関
係

（
１
）
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調

達
機
能
の
回
復

　
所
得
税
は
重
要
な
基
幹

税
の
一
つ
で
あ
る
が
、
各

種
控
除
の
拡
大
な
ど
に
よ

り
空
洞
化
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
基
幹
税
と
し
て
の

財
源
調
達
機
能
を
回
復
す

る
た
め
に
も
、
所
得
税
は

国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適

正
に
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
各
種
控
除
は
、
社
会
構

造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要

が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の

改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ

き
で
あ
る
。

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　
地
方
税
で
あ
る
個
人
住

民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観

点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

（
２
）
少
子
化
対
策

　
少
子
化
対
策
は
、
保
育
所

の
充
実
な
ど
本
来
的
に
は
国

及
び
地
方
自
治
体
が
財
政
・

行
政
面
で
総
合
的
な
施
策
を

講
じ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

り
、
子
育
て
支
援
等
の
税
制

上
の
支
援
措
置
は
そ
の
一
環

と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．相
続
税
・
贈
与
税
関
係

（
１
）
相
続
税
の
負
担
率
は
す

で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上
の

課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

（
２
）
贈
与
税
は
経
済
の
活
性

化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引

き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

特
別
控
除
額
（
２
，
５
０

０
万
円
）を
引
き
上
げ
る
。

４
．地
方
税
関
係

（
１
）
固
定
資
産
税
の
抜
本
的

見
直
し

　　
地
価
は
三
大
都
市
圏
や
地

方
中
核
都
市
だ
け
で
な
く
、

全
国
ベ
ー
ス
で
も
上
昇
傾
向

を
示
し
て
お
り
、
固
定
資
産

税
の
さ
ら
な
る
負
担
増
が
懸

念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

都
市
計
画
税
と
合
せ
て
評
価

方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜

本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
固
定
資
産
税
は
賦

課
課
税
方
式
で
あ
り
、
納
税

者
自
ら
が
申
告
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
に

対
す
る
不
信
感
も
一
部
見
受

け
ら
れ
る
。地
方
自
治
体
は
、

税
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め

の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評

価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数

に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見

直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、

納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
「
少
額
資

産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中

小
企
業
の
少
額
減
価
償
却

資
産
（
30
万
円
）
に
ま
で

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦

課
期
日
を
各
法
人
の
事
業

年
度
末
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に

つ
い
て
は
、
平
成
３
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、

国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評

価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

（
２
）
事
業
所
税
の
廃
止

　
市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ

り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所

税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課

税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と

か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
超
過
課
税

　
　
住
民
税
の
超
過
課
税
は
、

個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を

課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課

税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体

も
多
い
。
課
税
の
公
平
を
欠

く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
な
い
。

　
　
な
お
、
平
成
36
年
度
か
ら

森
林
環
境
税
の
課
税
が
開
始

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
現

在
、
各
府
県
で
導
入
し
て
い
る

森
林
環
境
等
を
目
的
と
し
た

超
過
課
税
と
二
重
課
税
と
な

ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と

も
に
、
真
に
必
要
な
事
業
に

使
途
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
法
定
外
目
的
税

　
　
法
定
外
目
的
税
は
、
税
の

公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た

め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

５
．
そ
の
他

（
１
）
配
当
に
対
す
る
二
重
課

税
の
見
直
し

　
　
配
当
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
配
当
控
除
制
度
で
法
人
税

と
所
得
税
の
二
重
課
税
の
調

整
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の

不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
電
子
申
告

　
　
国
税
電
子
申
告
（
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
）の
利
用
件
数
は
、年
々

拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、
さ

ら
な
る
促
進
を
図
る
観
点
か

ら
、
制
度
の
一
層
の
利
便
性

向
上
と
、
地
方
税
の
電
子
申

告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
と
の
シ

ス
テ
ム
連
携
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

あ
る
「
復
興
・
創
生
期
間
（
平
成

28
年
度
～
32
年
度
）」
も
３
年
目

に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興

事
業
に
当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で

の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す

る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適

切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業

の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
観

点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ
る

措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

　
ま
た
、
熊
本
地
震
に
つ
い
て

も
、
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な

ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援
と

実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、

被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興

の
実
現
等
に
向
け
て
早
急
に
取

り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

１
．納
税
環
境
の
整
備

　
行
財
政
改
革
の
推
進
と
納
税

者
の
利
便
性
向
上
、
事
務
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
税
と

課
税
の
基
準
を
同
じ
く
す
る
法

税
目
別
の

　具
体
的
課
題

平成 3１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

平成 3１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

第
五

そ  

の  

他

※
平
成
31
年
度
税
制
改
正

に
関
す
る
提
言
よ
り
抜

粋
。
全
文
に
つ
い
て
は

高
崎
法
人
会
HP
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　http://www.takasaki-

　hojinkai.com/
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人
の
道
府
県
民
税
、
市
町
村
民

税
、
法
人
事
業
税
の
申
告
納
税

手
続
き
に
つ
き
、
地
方
消
費
税

の
執
行
と
同
様
に
、
一
層
の
合

理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

２
．
租
税
教
育
の
充
実

　
税
は
国
や
地
方
が
国
民
に
供

与
す
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
対
価

で
あ
り
、
国
民
全
体
で
等
し
く

負
担
す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、

税
を
適
正
に
納
め
、
税
の
使
途

に
つ
い
て
も
厳
し
く
監
視
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
税
の
意
義
や
税
が
果

た
す
役
割
を
必
ず
し
も
国
民
が

十
分
に
理
解
し
て
い
る
と
は
言

い
が
た
い
。
学
校
教
育
は
も
と

よ
り
、
社
会
全
体
で
租
税
教
育

に
取
り
組
み
、
納
税
意
識
の
向

上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

１
．法
人
税
関
係

（
１
）
役
員
給
与
の
損
金
算
入

の
拡
充

①
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算

入
と
す
べ
き

　
　
現
行
制
度
で
は
、
役
員

給
与
の
損
金
算
入
の
取
り

扱
い
が
限
定
さ
れ
て
お

り
、
と
く
に
報
酬
等
の
改

定
に
は
厳
し
い
制
約
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
。
役
員
給

与
は
、
本
来
、
職
務
執
行

の
対
価
で
あ
り
、
原
則
損

金
算
入
で
き
る
よ
う
見
直

す
べ
き
で
あ
る
。

②
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給

与
の
損
金
算
入
を
認
め
る

べ
き

　
　
経
営
者
の
経
営
意
欲
を

高
め
、
企
業
に
活
力
を
与

え
る
観
点
か
ら
、
同
族
会

社
に
お
け
る
役
員
の
業
績

連
動
給
与
に
つ
い
て
も
、
一

定
の
要
件
の
も
と
、
損
金
処

理
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

（
２
）
公
益
法
人
課
税

　
公
益
法
人
課
税
の
あ
り
方

に
つ
い
て
は
、
民
間
非
営
利

部
門
の
活
動
の
健
全
な
発
展

を
促
進
す
る
と
い
う
公
益
法

人
制
度
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま

え
、
慎
重
に
検
討
を
行
う
べ

き
で
あ
る
。

２
．所
得
税
関
係

（
１
）
所
得
税
の
あ
り
方

①
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調

達
機
能
の
回
復

　
所
得
税
は
重
要
な
基
幹

税
の
一
つ
で
あ
る
が
、
各

種
控
除
の
拡
大
な
ど
に
よ

り
空
洞
化
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
基
幹
税
と
し
て
の

財
源
調
達
機
能
を
回
復
す

る
た
め
に
も
、
所
得
税
は

国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適

正
に
負
担
す
べ
き
で
あ
る
。

②
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　
各
種
控
除
は
、
社
会
構

造
変
化
に
対
応
し
て
合
理

的
な
も
の
に
見
直
す
必
要

が
あ
る
。
と
く
に
、
人
的

控
除
に
つ
い
て
は
累
次
の

改
正
の
影
響
を
見
極
め
な

が
ら
、
適
正
化
を
図
る
べ

き
で
あ
る
。

③
個
人
住
民
税
の
均
等
割

　
　
地
方
税
で
あ
る
個
人
住

民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て

も
、
応
益
負
担
原
則
の
観

点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ

き
で
あ
る
。

（
２
）
少
子
化
対
策

　
少
子
化
対
策
は
、
保
育
所

の
充
実
な
ど
本
来
的
に
は
国

及
び
地
方
自
治
体
が
財
政
・

行
政
面
で
総
合
的
な
施
策
を

講
じ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

り
、
子
育
て
支
援
等
の
税
制

上
の
支
援
措
置
は
そ
の
一
環

と
し
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．相
続
税
・
贈
与
税
関
係

（
１
）
相
続
税
の
負
担
率
は
す

で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
上
の

課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

（
２
）
贈
与
税
は
経
済
の
活
性

化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

①
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引

き
上
げ
る
。

②
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

特
別
控
除
額
（
２
，
５
０

０
万
円
）を
引
き
上
げ
る
。

４
．地
方
税
関
係

（
１
）
固
定
資
産
税
の
抜
本
的

見
直
し

　　
地
価
は
三
大
都
市
圏
や
地

方
中
核
都
市
だ
け
で
な
く
、

全
国
ベ
ー
ス
で
も
上
昇
傾
向

を
示
し
て
お
り
、
固
定
資
産

税
の
さ
ら
な
る
負
担
増
が
懸

念
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

都
市
計
画
税
と
合
せ
て
評
価

方
法
お
よ
び
課
税
方
式
を
抜

本
的
に
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
固
定
資
産
税
は
賦

課
課
税
方
式
で
あ
り
、
納
税

者
自
ら
が
申
告
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
に

対
す
る
不
信
感
も
一
部
見
受

け
ら
れ
る
。地
方
自
治
体
は
、

税
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め

の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

①
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
よ

り
収
益
性
を
考
慮
し
た
評

価
に
見
直
す
。

②
家
屋
の
評
価
は
経
過
年
数

に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見

直
す
。

③
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、

納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減

の
観
点
か
ら
、
「
少
額
資

産
」
の
範
囲
を
国
税
の
中

小
企
業
の
少
額
減
価
償
却

資
産
（
30
万
円
）
に
ま
で

拡
大
す
る
と
と
も
に
、
賦

課
期
日
を
各
法
人
の
事
業

年
度
末
と
す
る
こ
と
。
ま

た
、
将
来
的
に
は
廃
止
も

検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

④
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に

つ
い
て
は
、
平
成
３
年
以

降
改
定
が
な
く
据
え
置
か

れ
て
い
る
た
め
、
大
幅
に

引
き
上
げ
る
。

⑤
国
土
交
通
省
、
総
務
省
、

国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目

的
に
応
じ
て
土
地
の
評
価

を
行
っ
て
い
る
が
、
行
政

の
効
率
化
の
観
点
か
ら
評

価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き

で
あ
る
。

（
２
）
事
業
所
税
の
廃
止

　
市
町
村
合
併
の
進
行
に
よ

り
課
税
主
体
が
拡
大
す
る

ケ
ー
ス
も
目
立
つ
。
事
業
所

税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課

税
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と

か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

（
３
）
超
過
課
税

　
　
住
民
税
の
超
過
課
税
は
、

個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を

課
税
対
象
と
し
て
い
る
う

え
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課

税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体

も
多
い
。
課
税
の
公
平
を
欠

く
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き

で
な
い
。

　
　
な
お
、
平
成
36
年
度
か
ら

森
林
環
境
税
の
課
税
が
開
始

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
が
、
現

在
、
各
府
県
で
導
入
し
て
い
る

森
林
環
境
等
を
目
的
と
し
た

超
過
課
税
と
二
重
課
税
と
な

ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と

も
に
、
真
に
必
要
な
事
業
に

使
途
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
法
定
外
目
的
税

　
　
法
定
外
目
的
税
は
、
税
の

公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る

こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
す
る

と
と
も
に
、
税
収
確
保
の
た

め
に
法
人
企
業
に
対
し
て
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は

な
い
。

５
．
そ
の
他

（
１
）
配
当
に
対
す
る
二
重
課

税
の
見
直
し

　
　
配
当
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
配
当
控
除
制
度
で
法
人
税

と
所
得
税
の
二
重
課
税
の
調

整
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の

不
十
分
で
あ
り
、
さ
ら
な
る

見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
電
子
申
告

　
　
国
税
電
子
申
告
（
ｅ

－

Ｔ

ａ
ｘ
）の
利
用
件
数
は
、年
々

拡
大
し
て
き
て
い
る
が
、
さ

ら
な
る
促
進
を
図
る
観
点
か

ら
、
制
度
の
一
層
の
利
便
性

向
上
と
、
地
方
税
の
電
子
申

告
（
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）
と
の
シ

ス
テ
ム
連
携
を
図
る
必
要
が

あ
る
。

あ
る
「
復
興
・
創
生
期
間
（
平
成

28
年
度
～
32
年
度
）」
も
３
年
目

に
入
っ
て
い
る
が
、
被
災
地
の

復
興
、
産
業
の
再
生
は
い
ま
だ

道
半
ば
で
あ
る
。
今
後
の
復
興

事
業
に
当
た
っ
て
は
こ
れ
ま
で

の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予

算
を
適
正
か
つ
迅
速
に
執
行
す

る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
へ
の

対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
、
適

切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
被
災
地
に
お
け
る
企
業

の
定
着
、
雇
用
確
保
を
図
る
観

点
な
ど
か
ら
、
実
効
性
の
あ
る

措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

　
ま
た
、
熊
本
地
震
に
つ
い
て

も
、
東
日
本
大
震
災
の
対
応
な

ど
を
踏
ま
え
、
適
切
な
支
援
と

実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
、

被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興

の
実
現
等
に
向
け
て
早
急
に
取

り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

１
．納
税
環
境
の
整
備

　
行
財
政
改
革
の
推
進
と
納
税

者
の
利
便
性
向
上
、
事
務
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
国
税
と

課
税
の
基
準
を
同
じ
く
す
る
法

税
目
別
の

　具
体
的
課
題

平成 3１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

平成 3１年度　税制改正に関する提言・抜粋
公益財団法人 全国法人会総連合

第
五

そ  

の  

他

※
平
成
31
年
度
税
制
改
正

に
関
す
る
提
言
よ
り
抜

粋
。
全
文
に
つ
い
て
は

高
崎
法
人
会
HP
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　http://www.takasaki-

　hojinkai.com/
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１２法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０ １１法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０

経営のヒント

◆
時
と
場
合
で
ヒ
ト
は
異
な
る

反
応
を
し
ま
す

　
「
一
人
十
色
？
」
ち
ょ
っ
と

聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
十
人
十
色
な
ら
、
人

そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
や
好
み
が
違

う
と
い
う
意
味
で
、
よ
く
知
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
元
々

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
使
わ
れ
る

言
葉
で
す
。
ひ
と
り
の
顧
客
で

も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ

が
異
な
る
と
い
う
の
が
「
一
人

十
色
」
で
す
。
こ
れ
を
、
ぎ
く

し
ゃ
く
し
た
対
人
関
係
を
改
善

す
る
方
向
に
考
え
て
み
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
。

　
中
堅
メ
ー
カ
ー
で
、
社
員
の

就
業
時
間
や
勤
怠
管
理
の
業
務

を
担
当
し
て
い
た
Ｔ
さ
ん

(

33

歳

)

は
、
実
直
で
仕
事
熱
心
。

パ
ソ
コ
ン
の
ス
キ
ル
も
高
く
、

職
場
で
も
信
頼
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
「
も
っ
と
融
通
が
き
く
性

格
な
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
」

と
い
う
の
が
自
己
分
析
で
し

た
。
同
僚
と
の
関
係
に
悩
み
、

不
眠
が
続
い
て
心
療
内
科
に
通

院
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因

も
、
こ
の
性
格
が
影
響
し
て
い

た
よ
う
で
す
。

　
関
係
が
悪
化
し
た
同
僚
と

は
、
40
代
の
女
性
で
、
ベ
テ
ラ

ン
の
域
に
達
し
、
て
き
ぱ
き
と

仕
事
を
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。

製
造
現
場
の
各
部
署
の
事
務
担

当
者
に
も
笑
顔
で
接
し
、
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
な
対
応
が
評
判
で

し
た
。
た
だ
Ｔ
さ
ん
が
気
に

な
っ
て
い
た
の
は
、
勤
務
時
間

結
果
や
勤
怠
報
告
書
を
見
な
が

ら
、
名
前
を
読
み
上
げ
「
こ
の

人
休
ん
で
ば
っ
か
り
。
何
や
っ

て
ん
だ
」
と
舌
打
ち
し
な
が
ら

個
人
攻
撃
を
始
め
る
こ
と
で
し

た
。
あ
げ
く
の
果
て
に
は
「
こ

こ
は
上
司
が
ド
ジ
だ
か
ら
」と
、

聞
く
に
堪
え
な
い
よ
う
な
言
葉

を
吐
き
続
け
る
の
で
す
。

　
そ
の
場
を
離
れ
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
が
、
定
時
退
社

を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
Ｔ
さ

ん
は
、
仕
事
が
滞
る
こ
と
を
嫌

い
、
我
慢
し
続
け
ま
し
た
。
そ

の
結
果
が
体
調
不
良
。
不
眠
や

食
欲
減
と
い
う
身
体
症
状
か

ら
、
憂
う
つ
、
や
る
気
減
退
な

ど
の
精
神
・
心
理
状
態
の
悪
影

響
も
出
ま
し
た
。な
に
よ
り
も
、

こ
こ
に
い
た
ら
自
分
が
壊
れ

る
、
と
い
う
恐
怖
に
近
い
不
安

感
で
し
た
。
睡
眠
導
入
剤
で
何

と
か
眠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
が
、
出
勤
し
て
も
あ
の
女
性

が
い
る
、
と
思
う
と
、
家
を
出

る
気
力
も
な
く
な
る
日
も
あ
り

ま
し
た
。

◆
相
手
へ
の
想
像
力
を
、
自
分

も
工
夫
す
る
余
裕
を

　
Ｔ
さ
ん
が
嫌
悪
感
を
も
っ
た

そ
の
女
性
に
つ
い
て
、
社
内
で

は
「
八
方
美
人
」
と
い
う
評
判

で
、
表
向
き
は
明
る
く
接
し
て

い
る
一
方
で
、
「
感
情
の
起
伏

が
激
し
い
」
「
切
れ
た
ら
怖
い
」

と
語
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
自
然
に
、
そ
の
女

性
と
は
距
離
を
お
く
と
い
う
付

き
合
い
方
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
女
性
を
、
「
一

人
十
色
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ひ
と
り
の

人
間
で
も
、
一
日
の
間
に
気
分

が
移
り
変
わ
る
こ
と
は
よ
く
あ

り
ま
す
。
仕
事
が
う
ま
く
回
っ

て
い
る
時
は
上
機
嫌
で
、
そ
う

で
な
い
時
は
不
機
嫌
。
ど
ん
な

場
合
で
も
表
情
は
変
え
な
い

人
、
な
ど
様
々
な

〝色〟

を

持
っ
て
い
る
の
が
人
間
で
す
。

い
つ
も
は
話
し
や
す
い
上
司
で

も
、
日
に
よ
っ
て
は
反
応
が

素
っ
気
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
仕

草
や
表
情
が
変
わ
る
原
因
と
し

て
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
面
で
の
出

来
事
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
「
人
づ
き
合
い
に
疲
れ
て
自

分
を
見
失
っ
て
い
ま
す
」
と
い

う
の
が
、Ｔ
さ
ん
の
相
談
内
容

で
し
た
。
そ
の
背
景
を
聴
い
て

浮
か
ん
だ
の
が
「
一
人
十
色
」

と
い
う
用
語
で
し
た
。
相
手
を

こ
ん
な
タ
イ
プ
と
ひ
と
つ
だ
け

に
絞
っ
て
し
ま
う
と
、
落
ち
込

ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
相
手
の

〝色〟

を
、

そ
の
時
、
こ
ん
な
場
合
、
と
想

像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
を
意
識

し
て
み
ま
し
ょ
う
と
Ｔ
さ
ん
に

語
り
な
が
ら
、
自
分
の

〝色〟

も
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
と
付
け

加
え
ま
し
た
。

　
自
分
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
す

る
こ
と
も
重
要
で
す
。
距
離
を

お
い
て
い
る
と
い
う
同
僚
の
姿

勢
も
、
時
に
は
手
本
に
な
る
で

し
ょ
う
。
職
場
の
対
人
関
係
を

こ
じ
ら
せ
な
い
コ
ツ
は
色
々
な

所
に
あ
り
ま
す
。

産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

柏
木

　勇
一

〝一
人
十
色〟

　～
対
人
関
係
に
傷
つ
か
な
い
コ
ツ
～
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経営のヒント

◆
時
と
場
合
で
ヒ
ト
は
異
な
る

反
応
を
し
ま
す

　
「
一
人
十
色
？
」
ち
ょ
っ
と

聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
十
人
十
色
な
ら
、
人

そ
れ
ぞ
れ
考
え
方
や
好
み
が
違

う
と
い
う
意
味
で
、
よ
く
知
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
元
々

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
で
使
わ
れ
る

言
葉
で
す
。
ひ
と
り
の
顧
客
で

も
時
と
場
合
に
よ
っ
て
ニ
ー
ズ

が
異
な
る
と
い
う
の
が
「
一
人

十
色
」
で
す
。
こ
れ
を
、
ぎ
く

し
ゃ
く
し
た
対
人
関
係
を
改
善

す
る
方
向
に
考
え
て
み
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
。

　
中
堅
メ
ー
カ
ー
で
、
社
員
の

就
業
時
間
や
勤
怠
管
理
の
業
務

を
担
当
し
て
い
た
Ｔ
さ
ん

(

33

歳

)

は
、
実
直
で
仕
事
熱
心
。

パ
ソ
コ
ン
の
ス
キ
ル
も
高
く
、

職
場
で
も
信
頼
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
「
も
っ
と
融
通
が
き
く
性

格
な
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
」

と
い
う
の
が
自
己
分
析
で
し

た
。
同
僚
と
の
関
係
に
悩
み
、

不
眠
が
続
い
て
心
療
内
科
に
通

院
す
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因

も
、
こ
の
性
格
が
影
響
し
て
い

た
よ
う
で
す
。

　
関
係
が
悪
化
し
た
同
僚
と

は
、
40
代
の
女
性
で
、
ベ
テ
ラ

ン
の
域
に
達
し
、
て
き
ぱ
き
と

仕
事
を
こ
な
し
て
い
ま
し
た
。

製
造
現
場
の
各
部
署
の
事
務
担

当
者
に
も
笑
顔
で
接
し
、
ス

ピ
ー
デ
ィ
ー
な
対
応
が
評
判
で

し
た
。
た
だ
Ｔ
さ
ん
が
気
に

な
っ
て
い
た
の
は
、
勤
務
時
間

結
果
や
勤
怠
報
告
書
を
見
な
が

ら
、
名
前
を
読
み
上
げ
「
こ
の

人
休
ん
で
ば
っ
か
り
。
何
や
っ

て
ん
だ
」
と
舌
打
ち
し
な
が
ら

個
人
攻
撃
を
始
め
る
こ
と
で
し

た
。
あ
げ
く
の
果
て
に
は
「
こ

こ
は
上
司
が
ド
ジ
だ
か
ら
」と
、

聞
く
に
堪
え
な
い
よ
う
な
言
葉

を
吐
き
続
け
る
の
で
す
。

　
そ
の
場
を
離
れ
れ
ば
よ
か
っ

た
の
で
し
ょ
う
が
、
定
時
退
社

を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
Ｔ
さ

ん
は
、
仕
事
が
滞
る
こ
と
を
嫌

い
、
我
慢
し
続
け
ま
し
た
。
そ

の
結
果
が
体
調
不
良
。
不
眠
や

食
欲
減
と
い
う
身
体
症
状
か

ら
、
憂
う
つ
、
や
る
気
減
退
な

ど
の
精
神
・
心
理
状
態
の
悪
影

響
も
出
ま
し
た
。な
に
よ
り
も
、

こ
こ
に
い
た
ら
自
分
が
壊
れ

る
、
と
い
う
恐
怖
に
近
い
不
安

感
で
し
た
。
睡
眠
導
入
剤
で
何

と
か
眠
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
が
、
出
勤
し
て
も
あ
の
女
性

が
い
る
、
と
思
う
と
、
家
を
出

る
気
力
も
な
く
な
る
日
も
あ
り

ま
し
た
。

◆
相
手
へ
の
想
像
力
を
、
自
分

も
工
夫
す
る
余
裕
を

　
Ｔ
さ
ん
が
嫌
悪
感
を
も
っ
た

そ
の
女
性
に
つ
い
て
、
社
内
で

は
「
八
方
美
人
」
と
い
う
評
判

で
、
表
向
き
は
明
る
く
接
し
て

い
る
一
方
で
、
「
感
情
の
起
伏

が
激
し
い
」
「
切
れ
た
ら
怖
い
」

と
語
る
人
も
少
な
く
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
自
然
に
、
そ
の
女

性
と
は
距
離
を
お
く
と
い
う
付

き
合
い
方
が
広
が
っ
て
い
き
ま

し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
女
性
を
、
「
一

人
十
色
」
と
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
ひ
と
り
の

人
間
で
も
、
一
日
の
間
に
気
分

が
移
り
変
わ
る
こ
と
は
よ
く
あ

り
ま
す
。
仕
事
が
う
ま
く
回
っ

て
い
る
時
は
上
機
嫌
で
、
そ
う

で
な
い
時
は
不
機
嫌
。
ど
ん
な

場
合
で
も
表
情
は
変
え
な
い

人
、
な
ど
様
々
な

〝色〟

を

持
っ
て
い
る
の
が
人
間
で
す
。

い
つ
も
は
話
し
や
す
い
上
司
で

も
、
日
に
よ
っ
て
は
反
応
が

素
っ
気
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ

る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
仕

草
や
表
情
が
変
わ
る
原
因
と
し

て
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
面
で
の
出

来
事
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　
「
人
づ
き
合
い
に
疲
れ
て
自

分
を
見
失
っ
て
い
ま
す
」
と
い

う
の
が
、Ｔ
さ
ん
の
相
談
内
容

で
し
た
。
そ
の
背
景
を
聴
い
て

浮
か
ん
だ
の
が
「
一
人
十
色
」

と
い
う
用
語
で
し
た
。
相
手
を

こ
ん
な
タ
イ
プ
と
ひ
と
つ
だ
け

に
絞
っ
て
し
ま
う
と
、
落
ち
込

ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
で

し
ょ
う
。
相
手
の

〝色〟

を
、

そ
の
時
、
こ
ん
な
場
合
、
と
想

像
力
を
働
か
せ
る
こ
と
を
意
識

し
て
み
ま
し
ょ
う
と
Ｔ
さ
ん
に

語
り
な
が
ら
、
自
分
の

〝色〟

も
忘
れ
な
い
よ
う
に
、
と
付
け

加
え
ま
し
た
。

　
自
分
の
ス
タ
ン
ス
を
意
識
す

る
こ
と
も
重
要
で
す
。
距
離
を

お
い
て
い
る
と
い
う
同
僚
の
姿

勢
も
、
時
に
は
手
本
に
な
る
で

し
ょ
う
。
職
場
の
対
人
関
係
を

こ
じ
ら
せ
な
い
コ
ツ
は
色
々
な

所
に
あ
り
ま
す
。

産
業
カ
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ー
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最近の話題から最近の話題から

　
５
月
連
休
前
、
取
材
で
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
へ
。
自
分
で
は
観
光

地
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
だ

が
、
以
前
と
は
違
う
注
目
す
べ

き
大
き
な
変
化
が
あ
る
と
の
知

人
の
声
に
押
さ
れ
、
会
い
た
い

人
た
ち
と
の
ア
ポ
も
容
易
に
取

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
気
軽
な
気

持
ち
で
出
発
し
た
。

　
ま
ず
、
目
に
つ
い
た
の
が
市

内
と
郊
外
を
結
ぶ
建
設
中
の
鉄

道
。
後
学
の
た
め
一
部
開
通
し

た
区
間
に
乗
車
し
た
が
、
座
席

は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
固
く
、

ア
メ
リ
カ
で
は
一
般
的
な
の
だ

ろ
う
が
快
適
さ
は
な
い
。
そ
れ

で
も
車
両
後
部
に
日
本
の
メ
ー

カ
ー
名
と
製
造
年
月
を
示
す
銘

板
が
貼
っ
て
あ
っ
た
の
は
、
嬉

し
い
驚
き
だ
っ
た
。
全
線
開
通

す
れ
ば
便
利
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
見
越
し
て
か
、
す
で

に
完
成
し
た
空
港
の
近
く
に
あ

る
駅
周
辺
に
は
、Ｉ
Ｔ
企
業
や

起
業
家
た
ち
が
集
結
し
始
め
て

い
た
。
大
手
ネ
ッ
ト
通
販
会
社

が
本
社
を
移
転
す
る
話
も
聞
い

た
。
取
材
し
た
企
業
に
よ
る
と

「
こ
こ
は
シ
リ
コ
ン
ビ
ー
チ
と

呼
ば
れ
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
、

シ
リ
コ
ン
ア
レ
ー
（
Ｎ
Ｙ
）
に

次
ぐ
第
３
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

地
帯
」に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

地
域
に
起
業
家
た
ち
を
応
援
す

る
仕
組
み
が
あ
り
、
家
賃
も
他

に
比
べ
安
い
こ
と
な
ど
が
、
新

た
な
ロ
ス
を
創
り
上
げ
る
要
因

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
新
た
な
発
見
や

「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
だ

と
感
じ
る
取
材
も
多
く
あ
っ

た
。
余
談
な
が
ら
ア
ナ
ハ
イ
ム

ま
で
足
を
延
ば
し
、
エ
ン
ジ
ェ

ル
ス
大
谷
選
手
の
試
合
を
観
戦

し
た
。
開
始
時
刻
の
午
後
７
時

に
は
満
席
状
態
。
さ
ぞ
や
エ
ン

ジ
ェ
ル
ス
の
赤
い
ユ
ニ
ホ
ー
ム

で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
と
思
っ
て

い
た
が
、
実
際
は
対
戦
相
手
ヤ

ン
キ
ー
ス
の
縦
縞
ユ
ニ
ホ
ー
ム

の
方
が
多
い
。
テ
レ
ビ
か
ら
の

情
報
だ
け
で
予
想
し
た
光
景

は
、
単
な
る
先
入
観
だ
っ
た
。

自
分
の
目
で
確
か
め
る
重
要
さ

を
痛
感
し
た
。

　
取
材
で
会
う
の
は
、
大
半
が

初
対
面
の
人
。
質
問
す
る
前
に

は
、
気
を
悪
く
し
な
い
か
、
正

直
に
話
し
て
く
れ
る
人
か
を
判

断
す
る
習
性
が
身
に
つ
い
て
い

る
。
相
手
を
見
極
め
よ
う
と
す

る
の
は
、
自
分
の
気
の
弱
さ
な

の
か
慎
重
な
性
格
な
の
か
は
分

か
ら
な
い
。
た
だ
、
判
断
材
料

は
ど
う
し
て
も
容
姿
が
最
初
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
見
た
目
が
す

べ
て
で
は
な
い
は
ず
。

　
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
が
提

唱
し
た
「
メ
ラ
ビ
ア
ン
の
法
則
」

に
よ
る
と
、
人
は
話
の
内
容
な

ど
の
「
言
語
情
報
」
や
、
話
し

方
な
ど
の
「
聴
覚
情
報
」
よ
り

も
、
見
た
目
の
「
視
覚
情
報
」

を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
多
く
の
人
に
対
し

自
身
の
考
え
方
を
伝
え
よ
う
と

す
る
際
に
役
立
つ
概
念
で
あ

る
。
第
一
印
象
で
は
見
た
目
が

大
事
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
く
ど

い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
絶
対
で

は
な
い
と
思
う
。

　
今
回
、
ロ
ス
で
取
材
し
た
起

業
家
は
ジ
ー
ン
ズ
に
穴
の
開
い

た
Ｔ
シ
ャ
ツ
だ
っ
た
。
ど
う
見

ら
れ
る
か
な
ど
お
構
い
な
し
の

ス
タ
イ
ル
。
そ
れ
で
も
熱
心
に

未
来
を
語
る
姿
は
好
印
象
で
あ

り
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
印
象

は
変
化
し
た
。
私
が
話
を
聞
か

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
話
を
聞

こ
う
と
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ

う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ボ
ロ
を
着

て
て
も
清
潔
で
あ
れ
ば
、
そ
の

後
の
話
の
内
容
に
自
信
が
あ
れ

ば
、
相
手
へ
の
印
象
は
変
え
ら

れ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
で
も
難

し
い
の
は
自
然
に
振
る
舞
え
る

「
顔
」
だ
。
私
は
「
自
分
の
顔

に
責
任
を
持
て
」
と
言
わ
れ
る

年
齢
を
は
る
か
に
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
。
未
だ
責
任
を
全
う
で

き
て
い
な
い
。
せ
め
て
見
た
目

だ
け
で
も
良
く
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

海
部
隆
太
郎

何
を
も
っ
て

　
　
　判
断
基
準
と
す
る
べ
き
か

「
ボ
ロ
は
着
て
て
も
心
は
錦
」と

　

　
　
　
　
　第
一
印
象
の
相
関
は

　
監
督
や
コ
ー
チ
の
指
示
に
従

わ
な
け
れ
ば
選
手
生
命
を
絶
た

れ
る
か
も
し
れ
な
い―

。
恐
怖

政
治
の
よ
う
な
上
下
関
係
の
も

と
で
権
力
が
暴
走
す
る
と
、
歯

止
め
が
か
か
ら
ず
、
人
を
狂
気

に
走
ら
せ
る
。
日
本
大
学
ア
メ

リ
カ
ン
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
の
悪

質
タ
ッ
ク
ル
問
題
は
、
冷
徹
な

組
織
の
掟
が
温
床
に
な
っ
た
こ

と
を
、
不
正
が
相
次
ぐ
産
業
界

は
警
鐘
と
受
け
止
め
た
い
。

　
日
大
ア
メ
フ
ト
部
で
は
、
選

手
が
監
督
と
言
葉
を
交
わ
す
機

会
は
皆
無
に
近
く
、
監
督
は
雲

の
上
の
絶
対
権
力
者
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
選
手
の
証
言
か
ら
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
は

厳
し
い
指
導
を
和
ら
げ
る
緩
衝

剤
に
な
る
は
ず
の
ウ
エ
ッ
ト
な

人
間
関
係
が
欠
如
し
、
命
令
系

統
だ
け
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
稚
拙
で
、
不
気
味
で
、
い

か
に
も
今
日
的
で
あ
る
。

　
こ
の

〝乾
き
切
っ
た
権
力
構

造〟

を
企
業
に
当
て
は
め
る

と
、
経
営
破
綻
を
招
く
要
因
そ

の
も
の
で
は
な
い
か
。
現
場
や

現
実
を
軽
視
す
る
ワ
ン
マ
ン
社

長
。
社
内
に
忖
度
が
横
行
し
、

挙
句
は
損
失
隠
し
な
ど
企
業
の

存
立
に
か
か
わ
る
重
大
事
が
発

覚
す
る
。謝
罪
会
見
を
開
く
も
、

逆
に
世
間
の
不
信
感
を
強
め
、

ネ
ッ
ト
上
で
の
炎
上
に
油
を
注

い
で
し
ま
う
。
日
大
が
上
場
企

業
な
ら
株
主
の
信
任
を
失
い
、

市
場
か
ら
退
場
を
宣
告
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
。

　
モ
ノ
づ
く
り
の
根
幹
を
担
う

大
企
業
で
、
品
質
・
検
査
デ
ー

タ
の
改
竄
と
い
っ
た
不
正
が
止

ま
ら
な
い
。
社
内
か
ら
報
告
が

あ
っ
て
も
上
層
部
が
見
て
見
ぬ

ふ
り
を
し
た
り
、
な
か
に
は
経

営
層
が
関
与
し
て
い
た
り
、
隠

蔽
を
指
示
し
た
り
す
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。
一
強
体
制
の
も
と
で

忖
度
が
蔓
延
る
と
、
現
場
は
ま

す
ま
す
都
合
の
良
い
情
報
し
か

幹
部
に
報
告
し
な
く
な
る
。

　
産
業
再
生
の
最
前
線
で
活
躍

し
て
き
た
日
本
人
材
機
構
の
小

城
武
彦
社
長
は
、
破
綻
す
る
日

本
企
業
に
は
共
通
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
駆
動
し
て
い
る
と
自
著

『
衰
退
の
法
則
』
で
説
い
て
い

る
。
〝ダ
メ
企
業〟

で
出
世
す

る
条
件
と
し
て
「
幹
部
の
意
向

を
忖
度
し
実
現
に
向
け
て
社
内

調
整
す
る
力
」、
「
派
閥
な
ど
へ

の
所
属
」、
「
出
す
ぎ
ず
気
が
利

く
」
の
３
点
を
挙
げ
る
。

　
そ
の
う
え
で
「
忖
度
や
社
内

調
整
が
出
世
の
条
件
と
気
づ
け

ば
、
出
世
願
望
の
強
い
社
員
ほ

ど
忖
度
の
ワ
ザ
に
磨
き
を
か

け
、
幹
部
の
意
向
を
変
え
る
こ

と
は
し
な
く
な
る
。
事
業
環
境

が
安
定
し
て
い
る
う
ち
は
い
い

が
、
い
っ
た
ん
環
境
変
化
が
起

き
る
と
弊
害
が
噴
出
し
、
企
業

は
破
綻
へ
向
か
う
」
と
警
告
す

る
。組
織
人
の
ひ
と
り
と
し
て
、

周
囲
で
忖
度
ら
し
き
も
の
を
見

聞
き
し
た
ら
、
加
担
し
な
い
分

別
は
持
ち
続
け
た
い
と
思
う
。

　
「
相
手
の
気
持
ち
を
慮
っ
て

行
動
す
る
」。
忖
度
は
中
国
最

古
の
詩
集
『
詩
経
』
に
由
来
し
、

い
つ
し
か
日
本
人
の
奥
ゆ
か
し

さ
や
気
遣
い
を
表
す
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
森
友
・
加
計

問
題
を
き
っ
か
け
に
「
あ
な
た

の
た
め
」
と
見
せ
か
け
て
、
内

実
は
自
己
保
身
や
見
返
り
を
期

待
す
る
Ｔ
Ｖ
時
代
劇
の

〝越
後

屋
的〟

な
毒
気
を
帯
び
て
し

ま
っ
た
の
は
残
念
だ
。

　
悪
質
タ
ッ
ク
ル
を
し
た
学
生

に
は
、
忖
度
上
手
と
は
対
極
の

正
々
堂
々
と
し
た
人
生
を
歩
ん

で
ほ
し
い
し
、
何
よ
り
産
業
界

が
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
手
本
を
示

す
べ
き
だ
ろ
う
。

日
刊
工
業
産
業
研
究
所
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長

岡
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　直
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日
大
ア
メ
フ
ト
不
祥
事
の
教
訓
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最近の話題から最近の話題から

　
５
月
連
休
前
、
取
材
で
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
へ
。
自
分
で
は
観
光

地
と
位
置
づ
け
て
い
た
の
だ

が
、
以
前
と
は
違
う
注
目
す
べ

き
大
き
な
変
化
が
あ
る
と
の
知

人
の
声
に
押
さ
れ
、
会
い
た
い

人
た
ち
と
の
ア
ポ
も
容
易
に
取

れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
気
軽
な
気

持
ち
で
出
発
し
た
。

　
ま
ず
、
目
に
つ
い
た
の
が
市

内
と
郊
外
を
結
ぶ
建
設
中
の
鉄

道
。
後
学
の
た
め
一
部
開
通
し

た
区
間
に
乗
車
し
た
が
、
座
席

は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
固
く
、

ア
メ
リ
カ
で
は
一
般
的
な
の
だ

ろ
う
が
快
適
さ
は
な
い
。
そ
れ

で
も
車
両
後
部
に
日
本
の
メ
ー

カ
ー
名
と
製
造
年
月
を
示
す
銘

板
が
貼
っ
て
あ
っ
た
の
は
、
嬉

し
い
驚
き
だ
っ
た
。
全
線
開
通

す
れ
ば
便
利
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
を
見
越
し
て
か
、
す
で

に
完
成
し
た
空
港
の
近
く
に
あ

る
駅
周
辺
に
は
、Ｉ
Ｔ
企
業
や

起
業
家
た
ち
が
集
結
し
始
め
て

い
た
。
大
手
ネ
ッ
ト
通
販
会
社

が
本
社
を
移
転
す
る
話
も
聞
い

た
。
取
材
し
た
企
業
に
よ
る
と

「
こ
こ
は
シ
リ
コ
ン
ビ
ー
チ
と

呼
ば
れ
、
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
、

シ
リ
コ
ン
ア
レ
ー
（
Ｎ
Ｙ
）
に

次
ぐ
第
３
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ

地
帯
」に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

地
域
に
起
業
家
た
ち
を
応
援
す

る
仕
組
み
が
あ
り
、
家
賃
も
他

に
比
べ
安
い
こ
と
な
ど
が
、
新

た
な
ロ
ス
を
創
り
上
げ
る
要
因

と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
新
た
な
発
見
や

「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
だ

と
感
じ
る
取
材
も
多
く
あ
っ

た
。
余
談
な
が
ら
ア
ナ
ハ
イ
ム

ま
で
足
を
延
ば
し
、
エ
ン
ジ
ェ

ル
ス
大
谷
選
手
の
試
合
を
観
戦

し
た
。
開
始
時
刻
の
午
後
７
時

に
は
満
席
状
態
。
さ
ぞ
や
エ
ン

ジ
ェ
ル
ス
の
赤
い
ユ
ニ
ホ
ー
ム

で
埋
め
尽
く
さ
れ
る
と
思
っ
て

い
た
が
、
実
際
は
対
戦
相
手
ヤ

ン
キ
ー
ス
の
縦
縞
ユ
ニ
ホ
ー
ム

の
方
が
多
い
。
テ
レ
ビ
か
ら
の

情
報
だ
け
で
予
想
し
た
光
景

は
、
単
な
る
先
入
観
だ
っ
た
。

自
分
の
目
で
確
か
め
る
重
要
さ

を
痛
感
し
た
。

　
取
材
で
会
う
の
は
、
大
半
が

初
対
面
の
人
。
質
問
す
る
前
に

は
、
気
を
悪
く
し
な
い
か
、
正

直
に
話
し
て
く
れ
る
人
か
を
判

断
す
る
習
性
が
身
に
つ
い
て
い

る
。
相
手
を
見
極
め
よ
う
と
す

る
の
は
、
自
分
の
気
の
弱
さ
な

の
か
慎
重
な
性
格
な
の
か
は
分

か
ら
な
い
。
た
だ
、
判
断
材
料

は
ど
う
し
て
も
容
姿
が
最
初
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
見
た
目
が
す

べ
て
で
は
な
い
は
ず
。

　
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
が
提

唱
し
た
「
メ
ラ
ビ
ア
ン
の
法
則
」

に
よ
る
と
、
人
は
話
の
内
容
な

ど
の
「
言
語
情
報
」
や
、
話
し

方
な
ど
の
「
聴
覚
情
報
」
よ
り

も
、
見
た
目
の
「
視
覚
情
報
」

を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
は
多
く
の
人
に
対
し

自
身
の
考
え
方
を
伝
え
よ
う
と

す
る
際
に
役
立
つ
概
念
で
あ

る
。
第
一
印
象
で
は
見
た
目
が

大
事
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
く
ど

い
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
絶
対
で

は
な
い
と
思
う
。

　
今
回
、
ロ
ス
で
取
材
し
た
起

業
家
は
ジ
ー
ン
ズ
に
穴
の
開
い

た
Ｔ
シ
ャ
ツ
だ
っ
た
。
ど
う
見

ら
れ
る
か
な
ど
お
構
い
な
し
の

ス
タ
イ
ル
。
そ
れ
で
も
熱
心
に

未
来
を
語
る
姿
は
好
印
象
で
あ

り
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
印
象

は
変
化
し
た
。
私
が
話
を
聞
か

さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
話
を
聞

こ
う
と
し
て
い
た
か
ら
だ
ろ

う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ボ
ロ
を
着

て
て
も
清
潔
で
あ
れ
ば
、
そ
の

後
の
話
の
内
容
に
自
信
が
あ
れ

ば
、
相
手
へ
の
印
象
は
変
え
ら

れ
る
と
感
じ
た
。
そ
れ
で
も
難

し
い
の
は
自
然
に
振
る
舞
え
る

「
顔
」
だ
。
私
は
「
自
分
の
顔

に
責
任
を
持
て
」
と
言
わ
れ
る

年
齢
を
は
る
か
に
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
。
未
だ
責
任
を
全
う
で

き
て
い
な
い
。
せ
め
て
見
た
目

だ
け
で
も
良
く
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

海
部
隆
太
郎

何
を
も
っ
て
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断
基
準
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す
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か

「
ボ
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は
着
て
て
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は
錦
」と
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生
を
歩
ん

で
ほ
し
い
し
、
何
よ
り
産
業
界

が
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
手
本
を
示

す
べ
き
だ
ろ
う
。

日
刊
工
業
産
業
研
究
所

　所
長

岡
田

　直
樹

日
大
ア
メ
フ
ト
不
祥
事
の
教
訓
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部会だより

第
９
回

税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル

　
昨
年
度
、
小
学
生
た
ち
に
応
募
し
て
い

た
だ
い
た
総
数
、
３
２
５
７
点
を
高
崎
税

務
署
管
内
の
公
共
施
設
（
高
崎
市
役
所
・

渋
川
市
中
央
公
民
館
・
安
中
市
文
化
セ
ン

タ
ー
・
高
崎
市
役
所
群
馬
支
所
・
吉
岡
町

文
化
セ
ン
タ
ー
・
榛
東
村
南
部
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
）
へ
展
示
し
、
市
町
村
民

の
皆
様
に
作
品
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
子
供
た
ち
は
、
毎
日
の
生
活
の
中
で
税
金

が
ど
の
よ
う
に
役
立
っ
て
い
る
の
か
を
勉
強

し
、
絵
は
が
き
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
素

晴
ら
し
い
作
品
を
見
て
、
訪
れ
た
皆
様
も

改
め
て
税
金
の
果
た
す
役
割
を
認
識
し
て

い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
コ
ン
ク
ー

ル

は
、
女

性

部

会
の
基
幹
事
業

の
一
つ
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
関
係

各
位
の
ご
協
力

ご
支
援
に
感
謝

し
、
30
年
度
も
一

丸
と
な
っ
て
活

動
を
行
っ
て
い

き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

「
優
良
申
告
法
人
制
度
」

　
優
良
申
告
法
人
制
度
と
は
、
全
国
各
地

の
税
務
署
が
管
轄
し
、
税
務
調
査
を
行
う

法
人
（
一
般
的
に
資
本
金
が
１
億
円
未
満
）

の
う
ち
、
そ
の
申
告
内
容
な
ど
が
過
去
数

年
間
に
わ
た
っ
て
良
好
で
あ
る
法
人
を
税

務
署
が
表
敬
す
る
制
度
の
こ
と
で
す
。

　
優
良
申
告
法
人
の
選
定
時
期
は
税
務
署

に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、
選
定
は
毎
年
行

わ
れ
ま
す
。

「
優
良
法
人
特
別
部
会
」

　
優
良
法
人
特
別
部
会
は
、
高
崎
税
務
署

管
内
の
約
一
万
社
の
中
で
、
過
去
に
税
務

署
よ
り
優
良
申
告
法
人
制
度
に
基
づ
き
「
優

良
申
告
法
人
」
と
し
て
高
崎
税
務
署
よ
り

表
敬
を
受
け
た
法
人
（
現
在
77
社
）
で
組

織
す
る
会
で
す
。

優
良
法
人
特
別
部
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
税
務
署
か
ら
、
初
め
て
優
良
申
告
法
人

の
表
敬
を
お
受
け
に
な
ら
れ
た
際
は
、
お

手
数
と
は
存
じ
ま
す
が
、
一
般
社
団
法
人

高
崎
法
人
会
優
良
法
人
特
別
部
会
事
務
局

ま
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
優
良
法
人
特
別
部
会
へ
ご
加
入

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
電
話
０
２
７－

３
６
３－

４
５
２
６
）

女
性
部
会

女
性
部
会

・
親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

　
平
成
30
年
９
月
６
日
（
木
）、
青
年
部
会

で
は
、
税
理
士
会
青
年
部
と
の
共
催
で
親

睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
コ
ン
ペ
終
了
後
、
交
流
会
を
開
催
。
租

税
教
室
等
連
携
し
て
事
業
を
行
う
な
ど
相

互
理
解
が
求
め
ら
れ
る
両
会
の
交
流
の
一

助
と
な
り
ま
し
た
。

・
租
税
教
室

　
本
年
度
も
11
月
よ
り
、
租
税
教
室
が
本

格
的
に
ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
高
崎
税
務
署
管
内
の
す
べ

て
の
小
学
校
が
租
税
教
室
を
実
施
す
る
こ

と
と
な
り
、
高
崎
法
人
会
青
年
部
会
で
は

そ
の
内
の
41
校
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　
各
支
部
長
様
を
は
じ
め
部
会
員
の
皆
様

も
ご
多
忙
と
は
存
じ
ま
す
が
、
講
師
・
ア

シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

青
年
部
会

青
年
部
会

優
良
法
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特
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法
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平成29年度租税教室の様子
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い
創
建
さ
れ
た
八
坂
神
社
の
神

輿
渡
御
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

市
日
に
行
わ
れ
て
い
た
祭
礼
が

渋
川
祇
園
と
し
て
定
着
し
、
そ

の
後
安
永
年
間
（
１
７
７
２
～

８
１
年
）
に
か
ざ
り
屋
台
が
登

場
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
今
日
の

山
車
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、
２
年
に
一
度
８
月

中
旬
に
２
日
間
に
わ
た
り
行
わ

れ
て
お
り
、
今
年
は
開
催
年
と

し
て
多
く
の
来
客
で
賑
わ
い
ま

し
た
。
次
回
は
再
来
年
（
２
０

２
０
年
）
に
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

　
渋
川
山
車
ま
つ
り
は
、
３
５

０
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
、

渋
川
市
を
代
表
す
る
夏
祭
り
で

す
。

　
華
麗
な
彫
刻
と
色
鮮
や
か
な

緞
帳
に
彩
ら
れ
た
19
台
の
山
車

は
見
る
者
を
魅
了
し
、
笛
や
太

鼓
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
市
内

中
心
街
を
巡
行
し
ま
す
。
長
い

２
本
の
曳
き
綱
を
先
頭
の
網
頭

の
裁
量
で
左
右
上
下
に
、
時
に

曳
き
手
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
い

な
が
ら
気
勢
を
上
げ
る
の
が
魅

力
で
、
全
国
で
も
例
を
見
な
い

「
あ
ば
れ
山
車
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
盛
り
上
が
り
を
見

せ
る
の
は
、
渋
川
八
幡
宮
へ
向

か
う
急
な
坂
道
を
勢
い
よ
く
上

る
「
八
幡
坂
上
り
」
で
、
距
離

約
５
５
０
ｍ
、
高
低
差
30
ｍ
の

坂
は
山
車
の
巡
行
の
坂
と
し
て

は
日
本
一
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
つ
り
の
起
源
は
、
寛
永
７

年
（
１
６
３
１
年
）
に
始
ま
っ

た
六
斎
市
と
、
そ
の
繁
栄
を
願

渋
川
山
車
ま
つ
り

渋川

松井田

株
式
会
社

　荻
野
屋

会
員
企
業
紹
介

一
、
企
業
概
要

代
表
者
　
代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
高
見
澤
　
志
和

所
在
地

安
中
市
松
井
田
町
横
川
三
九
九

℡
〇
二
七

－

三
九
三

－

二
三
一
一

二
、
会
社
Ｐ
Ｒ

　
弊
社
は
今
年
で
創
業
１
３

３
周
年
を
迎
え
、
峠
の
釜
め

し
は
昭
和
33
年
の
誕
生
以

来
、
60
周
年
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
小
さ
な
器
に
大
き
な
ま
ご

こ
ろ
を
込
め
た
お
弁
当
を
つ

く
り
続
け
、
皆
様
へ
お
届
け

い
た
し
ま
す
。

三
、
新
店
舗
紹
介

　
弊
社
初
の
洋
食
レ
ス
ト
ラ

ン
「La Rocca

」
が
高
崎
駅

ビ
ル
モ
ン
ト
レ
ー
５
階
に
、

７
月
20
日
開
店
し
ま
し
た
。

　“
R
o
c
c
a
”

と
は
イ
タ
リ

ア
語
で
砦
で
あ
り
、
シ
ン
ボ

ル
の
六
角
形
は
調
和
と
安
定

を
表
し
て
い
ま
す
。
砦
の
よ

う
に
確
固
た
る
地
位
を
築

き
、
調
和
と
安
定
を
テ
ー
マ

に
、
「
働
く
女
性
の
健
康
を

サ
ポ
ー
ト
」
を
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
た
、
ラ
ン
チ
は
ブ
ッ

フ
ェ
、
デ
ィ
ナ
ー
は
バ
ル
形

式
の
お
店
で
す
。
皆
様
の
ご

来
店
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
。
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台
が
登

場
し
ま
す
が
、
こ
れ
が
今
日
の

山
車
ま
つ
り
の
ル
ー
ツ
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
現
在
は
、
２
年
に
一
度
８
月

中
旬
に
２
日
間
に
わ
た
り
行
わ

れ
て
お
り
、
今
年
は
開
催
年
と

し
て
多
く
の
来
客
で
賑
わ
い
ま

し
た
。
次
回
は
再
来
年
（
２
０

２
０
年
）
に
開
催
さ
れ
る
予
定

で
す
。

　
渋
川
山
車
ま
つ
り
は
、
３
５

０
年
の
歴
史
と
伝
統
を
誇
る
、

渋
川
市
を
代
表
す
る
夏
祭
り
で

す
。

　
華
麗
な
彫
刻
と
色
鮮
や
か
な

緞
帳
に
彩
ら
れ
た
19
台
の
山
車

は
見
る
者
を
魅
了
し
、
笛
や
太

鼓
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
市
内

中
心
街
を
巡
行
し
ま
す
。
長
い

２
本
の
曳
き
綱
を
先
頭
の
網
頭

の
裁
量
で
左
右
上
下
に
、
時
に

曳
き
手
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
い

な
が
ら
気
勢
を
上
げ
る
の
が
魅

力
で
、
全
国
で
も
例
を
見
な
い

「
あ
ば
れ
山
車
」
と
も
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
盛
り
上
が
り
を
見

せ
る
の
は
、
渋
川
八
幡
宮
へ
向

か
う
急
な
坂
道
を
勢
い
よ
く
上

る
「
八
幡
坂
上
り
」
で
、
距
離

約
５
５
０
ｍ
、
高
低
差
30
ｍ
の

坂
は
山
車
の
巡
行
の
坂
と
し
て

は
日
本
一
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。

　
ま
つ
り
の
起
源
は
、
寛
永
７

年
（
１
６
３
１
年
）
に
始
ま
っ

た
六
斎
市
と
、
そ
の
繁
栄
を
願

渋
川
山
車
ま
つ
り

渋川

松井田

株
式
会
社

　荻
野
屋

会
員
企
業
紹
介

一
、
企
業
概
要

代
表
者
　
代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
高
見
澤
　
志
和

所
在
地

安
中
市
松
井
田
町
横
川
三
九
九

℡
〇
二
七

－

三
九
三

－

二
三
一
一

二
、
会
社
Ｐ
Ｒ

　
弊
社
は
今
年
で
創
業
１
３

３
周
年
を
迎
え
、
峠
の
釜
め

し
は
昭
和
33
年
の
誕
生
以

来
、
60
周
年
を
迎
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
小
さ
な
器
に
大
き
な
ま
ご

こ
ろ
を
込
め
た
お
弁
当
を
つ

く
り
続
け
、
皆
様
へ
お
届
け

い
た
し
ま
す
。

三
、
新
店
舗
紹
介

　
弊
社
初
の
洋
食
レ
ス
ト
ラ

ン
「La Rocca

」
が
高
崎
駅

ビ
ル
モ
ン
ト
レ
ー
５
階
に
、

７
月
20
日
開
店
し
ま
し
た
。

　“
R
o
c
c
a
”

と
は
イ
タ
リ

ア
語
で
砦
で
あ
り
、
シ
ン
ボ

ル
の
六
角
形
は
調
和
と
安
定

を
表
し
て
い
ま
す
。
砦
の
よ

う
に
確
固
た
る
地
位
を
築

き
、
調
和
と
安
定
を
テ
ー
マ

に
、
「
働
く
女
性
の
健
康
を

サ
ポ
ー
ト
」
を
コ
ン
セ
プ
ト

と
し
た
、
ラ
ン
チ
は
ブ
ッ

フ
ェ
、
デ
ィ
ナ
ー
は
バ
ル
形

式
の
お
店
で
す
。
皆
様
の
ご

来
店
を
お
待
ち
申
し
上
げ
て

お
り
ま
す
。
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会員企業紹介

高崎支店 027－363－4122

会員企業紹介

社屋外観

吉　井

株
式
会
社

　麻
生
商
店

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
吉
井
町
吉
井
一
五

℡
〇
二
七

－

三
八
七

－

二
〇
二
七

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
当
社
は
明
治
30
年
に
創

業
、
昭
和
30
年
に
設
立
し
ま

し
た
。
米
類
・
肥
料
・
飼
料
・

セ
メ
ン
ト
等
の
商
品
を
、
信

頼
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
特
約
店

と
し
て
お
取
り
扱
い
し
て
い

ま
す
。
商
品
１
つ
よ
り
配
送
い

た
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
当
店
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ

イ
ン
袋
入
り
の
記
念
品
・
贈

答
品
の
お
米
も
お
客
様
の

シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
ご
用
意

で
き
ま
す
。

三
、
経
営
理
念

　
「
農
家
の
繁
栄
な
く
し
て

弊
社
の
繁
栄
な
し
」
の
考
え

の
も
と
、
「
農
家
の
た
め
に
」

「
農
家
と
共
に
」
を
基
本
理

念
と
し
、
共
に
成
長
・
発
展

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
意
志
あ
る

農
家
」
「
意
志
あ
る
肥
餌
料

商
」
と
な
り
う
る
た
め
の
経

営
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
「
意
思
あ
る
消
費

者
」
へ
「
意
志
あ
る
農
家
」
の

栽
培
し
た
「
意
志
の
こ
も
っ

た
農
産
物
」
を
お
届
け
し
て

参
り
ま
す
。

代表取締役

麻生洋佑

店舗外観

吉　岡

株
式
会
社

　ク
ラ
ウ
ト

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

　
北
群
馬
郡
吉
岡
町

大
久
保
二
四
二
四

－

五

℡
〇
二
七
九

－

五
五

－

一
九
一
七

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
当
社
は
、
平
成
20
年
よ
り

吉
岡
町
に
株
式
会
社
ク
ラ
ウ

ト
を
設
立
。
現
在
は
、
イ
ン

ス
ト
ア
ベ
ー
カ
リ
ー
「
ク
ラ

ン
パ
ン
」
を
主
体
に
安
心
・

安
全
な
地
元
の
素
材
を
使
用

し
た
、
美
味
し
く
、
リ
ー
ズ

ナ
ブ
ル
な
パ
ン
の
製
造
・
販

売
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
創

業
時
か
ら
、
天
然
発
酵
種

（
ル
ヴ
ァ
ン
）
を
使
用
し
て

お
り
、
こ
だ
わ
り
の
食
材
で

心
に
も
身
体
に
も
優
し
い
パ

ン
を
焼
い
て
い
ま
す
。
地
元

の
旬
の
味
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
、
食
材
に
も
こ

だ
わ
っ
た
パ
ン
を
ご
賞
味
く

だ
さ
い
。

三
、
経
営
理
念

　
お
客
様
へ
食
の
安
心
・
安

全
を
第
一
に
考
え
、
当
社
の

こ
だ
わ
っ
た
美
味
し
い
パ
ン

を
皆
様
に
提
供
す
る
こ
と
に

誠
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

代表取締役

石坂建也

をテーマに活動する全国約80万社の経営者の団体です。

社屋外観

一
、
所
在
地

　
北
群
馬
郡

　
榛
東
村
長
岡
一
五
九
一

　
℡
〇
二
七
九

－

五
四

－

六
七
六
六

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
弊
社
は
昭
和
30
年
創
業
以

来
、
各
こ
け
し
コ
ン
ク
ー
ル

に
於
い
て
内
閣
総
理
大
臣
賞

を
始
め
多
数
の
賞
を
受
賞

し
、
近
年
で
は
従
来
の
こ
け

し
に
加
え
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
こ

け
し
も
製
造
し
人
気
を
博
し

て
お
り
ま
す
。

　
観
光
事
業
と
し
て
は
、
工

房
見
学
・
こ
け
し
絵
付
体
験

教
室
・
こ
け
し
資
料
館(

約

１
０
０
０
点
展
示)

が
あ
り

ま
す
。

三
、
経
営
理
念

　
多
く
の
皆
様
に
安
ら
ぎ
と

癒
し
を
届
け
る
表
情
豊
か
な

誰
に
も
愛
さ
れ
る
こ
け
し
造

り
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

榛　東

株
式
会
社

　卯
三
郎
こ
け
し

会
員
企
業
紹
介

代表取締役

岡本有司

店舗外観

メニュー例 『楓』

伊香保

株
式
会
社

　大
澤
屋

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

渋
川
市
伊
香
保
町
水
沢
一
九
八

℡
〇
二
七
九

－

七
二

－

三
二
九
五
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二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
水
沢
う
ど
ん
街
に
「
大
澤

屋
」
２
店
舗
、
伊
香
保
温
泉
入

口
に
カ
レ
ー
う
ど
ん
専
門
店

「
游
喜
庵
」
を
運
営
。
大
澤
屋

で
は
コ
シ
が
強
く
の
ど
越
し

の
良
い
水
沢
う
ど
ん
と
舞
茸

天
ぷ
ら
が
人
気
。
游
喜
庵
は

独
創
的
で
こ
だ
わ
り
の
手
作

り
カ
レ
ー
う
ど
ん
を
提
供
。

三
、
経
営
理
念

　
「
食
を
通
じ
て
の
幸
せ
創

造
」
食
べ
る
こ
と
の
楽
し

さ
、
美
味
し
さ
か
ら
生
ま
れ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

大
澤
屋
の
水
沢
う
ど
ん
を
召

し
上
が
っ
た
全
て
の
お
客
様

が
笑
顔
に
な
り
ま
す
よ
う
に

思
い
を
込
め
て
、
日
々
の
う

ど
ん
作
り
を
し
て
い
ま
す
。

代表取締役

大河原秀之
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会員企業紹介

高崎支店 027－363－4122

会員企業紹介

社屋外観

吉　井

株
式
会
社

　麻
生
商
店

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

高
崎
市
吉
井
町
吉
井
一
五

℡
〇
二
七

－

三
八
七

－

二
〇
二
七

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
当
社
は
明
治
30
年
に
創

業
、
昭
和
30
年
に
設
立
し
ま

し
た
。
米
類
・
肥
料
・
飼
料
・

セ
メ
ン
ト
等
の
商
品
を
、
信

頼
あ
る
メ
ー
カ
ー
の
特
約
店

と
し
て
お
取
り
扱
い
し
て
い

ま
す
。
商
品
１
つ
よ
り
配
送
い

た
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
当
店
オ
リ
ジ
ナ
ル
デ
ザ

イ
ン
袋
入
り
の
記
念
品
・
贈

答
品
の
お
米
も
お
客
様
の

シ
ー
ン
に
合
わ
せ
て
ご
用
意

で
き
ま
す
。

三
、
経
営
理
念

　
「
農
家
の
繁
栄
な
く
し
て

弊
社
の
繁
栄
な
し
」
の
考
え

の
も
と
、
「
農
家
の
た
め
に
」

「
農
家
と
共
に
」
を
基
本
理

念
と
し
、
共
に
成
長
・
発
展

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
意
志
あ
る

農
家
」
「
意
志
あ
る
肥
餌
料

商
」
と
な
り
う
る
た
め
の
経

営
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
「
意
思
あ
る
消
費

者
」
へ
「
意
志
あ
る
農
家
」
の

栽
培
し
た
「
意
志
の
こ
も
っ

た
農
産
物
」
を
お
届
け
し
て

参
り
ま
す
。

代表取締役

麻生洋佑

店舗外観

吉　岡

株
式
会
社

　ク
ラ
ウ
ト

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

　
北
群
馬
郡
吉
岡
町

大
久
保
二
四
二
四

－

五

℡
〇
二
七
九

－

五
五

－

一
九
一
七

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
当
社
は
、
平
成
20
年
よ
り

吉
岡
町
に
株
式
会
社
ク
ラ
ウ

ト
を
設
立
。
現
在
は
、
イ
ン

ス
ト
ア
ベ
ー
カ
リ
ー
「
ク
ラ

ン
パ
ン
」
を
主
体
に
安
心
・

安
全
な
地
元
の
素
材
を
使
用

し
た
、
美
味
し
く
、
リ
ー
ズ

ナ
ブ
ル
な
パ
ン
の
製
造
・
販

売
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
創

業
時
か
ら
、
天
然
発
酵
種

（
ル
ヴ
ァ
ン
）
を
使
用
し
て

お
り
、
こ
だ
わ
り
の
食
材
で

心
に
も
身
体
に
も
優
し
い
パ

ン
を
焼
い
て
い
ま
す
。
地
元

の
旬
の
味
を
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
よ
う
、
食
材
に
も
こ

だ
わ
っ
た
パ
ン
を
ご
賞
味
く

だ
さ
い
。

三
、
経
営
理
念

　
お
客
様
へ
食
の
安
心
・
安

全
を
第
一
に
考
え
、
当
社
の

こ
だ
わ
っ
た
美
味
し
い
パ
ン

を
皆
様
に
提
供
す
る
こ
と
に

誠
意
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

代表取締役

石坂建也

をテーマに活動する全国約80万社の経営者の団体です。

社屋外観

一
、
所
在
地

　
北
群
馬
郡

　
榛
東
村
長
岡
一
五
九
一

　
℡
〇
二
七
九

－

五
四

－

六
七
六
六

二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
弊
社
は
昭
和
30
年
創
業
以

来
、
各
こ
け
し
コ
ン
ク
ー
ル

に
於
い
て
内
閣
総
理
大
臣
賞

を
始
め
多
数
の
賞
を
受
賞

し
、
近
年
で
は
従
来
の
こ
け

し
に
加
え
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
こ

け
し
も
製
造
し
人
気
を
博
し

て
お
り
ま
す
。

　
観
光
事
業
と
し
て
は
、
工

房
見
学
・
こ
け
し
絵
付
体
験

教
室
・
こ
け
し
資
料
館(

約

１
０
０
０
点
展
示)

が
あ
り

ま
す
。

三
、
経
営
理
念

　
多
く
の
皆
様
に
安
ら
ぎ
と

癒
し
を
届
け
る
表
情
豊
か
な

誰
に
も
愛
さ
れ
る
こ
け
し
造

り
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

榛　東

株
式
会
社

　卯
三
郎
こ
け
し

会
員
企
業
紹
介

代表取締役

岡本有司
代表取締役

店舗外観

メニュー例 『楓』

伊香保

株
式
会
社

　大
澤
屋

会
員
企
業
紹
介

一
、
所
在
地

渋
川
市
伊
香
保
町
水
沢
一
九
八

℡
〇
二
七
九

－

七
二

－

三
二
九
五
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二
、
事
業
概
要
・
会
社
Ｐ
Ｒ

　
水
沢
う
ど
ん
街
に
「
大
澤

屋
」
２
店
舗
、
伊
香
保
温
泉
入

口
に
カ
レ
ー
う
ど
ん
専
門
店

「
游
喜
庵
」
を
運
営
。
大
澤
屋

で
は
コ
シ
が
強
く
の
ど
越
し

の
良
い
水
沢
う
ど
ん
と
舞
茸

天
ぷ
ら
が
人
気
。
游
喜
庵
は

独
創
的
で
こ
だ
わ
り
の
手
作

り
カ
レ
ー
う
ど
ん
を
提
供
。

三
、
経
営
理
念

　
「
食
を
通
じ
て
の
幸
せ
創

造
」
食
べ
る
こ
と
の
楽
し

さ
、
美
味
し
さ
か
ら
生
ま
れ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

大
澤
屋
の
水
沢
う
ど
ん
を
召

し
上
が
っ
た
全
て
の
お
客
様

が
笑
顔
に
な
り
ま
す
よ
う
に

思
い
を
込
め
て
、
日
々
の
う

ど
ん
作
り
を
し
て
い
ま
す
。

代表取締役

大河原秀之
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税理士会コーナー

　
世
の
中
に
い
る
い
わ
ゆ
る
士

（
サ
ム
ラ
イ
）
業
と
呼
ば
れ
る

国
家
資
格
者
の
中
で
も
、
税
理

士
は
法
人
会
の
方
々
に
と
っ
て

最
も
身
近
な
存
在
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
は
、
税
理
士
資
格
者

は
ど
の
く
ら
い
い
る
か
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。

　
左
記
表
１
は
、
税
理
士
資
格

者
と
、
他
の
難
関
と
言
わ
れ
る

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
の
登
録

者
数
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の

で
す
。
ご
ら
ん
の
通
り
、
税
理

士
の
登
録
者
数
は
他
の
資
格
者

の
倍
以
上
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
全
国
的
に
見
れ
ば
労
働

力
人
口
の
千
人
に
一
人
よ
り
多

い
割
合
（
た
だ
し
、
群
馬
県
内

で
は
0.8
％
く
ら
い
）
の
人
数
が

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
千
人

に
一
人
の
割
合
と
い
う
と
、
そ

こ
ま
で
珍
し
く
も
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
ま
た
、
な
に
か
と
女
性
活
躍

が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
女
性
比
率

（
全
国
の
み
）
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
を
見
ま
す
と
、
最
も
高

い
の
は
意
外
に
も
（
？
）
弁
護

士
で
、
税
理
士
は
15
％
弱
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

〇
資
格
別
税
理
士
登
録
者
数

　
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に
税

理
士
と
言
っ
て
も
、
そ
の
資
格

を
有
す
る
ル
ー
ト
が
複
数
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と

め
た
の
が
表
２
で
す
。

　
割
合
と
し
て
半
分
近
く
を
占

め
て
い
る
の
が
試
験
合
格
者

で
、
こ
れ
は
、
税
理
士
試
験
を

受
験
し
、
会
計
科
目
、
税
法
科

目
あ
わ
せ
て
５
科
目
を
合
格
し

た
者
で
す
。

　
次
に
占
め
る
の
が
試
験
免
除

者
で
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
税
務

署
Ｏ
Ｂ
や
大
学
院
で
修
士
課
程

を
修
了
し
た
こ
と
で
（
一
部
）

試
験
を
免
除
さ
れ
た
者
が
含
ま

れ
ま
す
。

　
公
認
会
計
士
の
資
格
を
有
す

る
者
は
別
途
改
め
て
税
理
士
試

験
を
受
け
る
こ
と
な
く
税
理
士

と
し
て
登
録
で
き
ま
す
が
、
最

近
で
は
公
認
会
計
士
の
人
数
が

増
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
公
認

会
計
士
で
の
税
理
士
登
録
者
も

増
え
、
平
成
29
年
度
の
新
規
登

録
者
の
２
割
弱
を
占
め
る
ま
で

に
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
高
い
平
均
年
齢

　
税
理
士
の
平
均
年
齢
は
60
歳

を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

税
理
士
試
験
が
毎
年
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
科
目
を
合
格
し
て
い
っ

て
５
科
目
合
格
と
な
れ
ば
良
い

た
め
、
試
験
合
格
者
の
年
齢
が

高
く
な
り
が
ち
な
こ
と
と
、
税

務
署
Ｏ
Ｂ
の
税
理
士
が
相
当
数

い
る
こ
と
が
要
因
で
す
。
表
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
年
代
別
で
最

も
多
い
の
は
60
歳
台
で
全
体
の

25.7
％
で
あ
り
、
逆
に
30
歳
台
は

全
体
の
8.0
％
し
か
い
な
い
と
い

う
状
況
で
す
。
税
理
士
業
界
も

高
齢
化
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

話

経 営 寸

関東信越税理士会　高崎支部　税理士　  新井　勇気

「税理士の資格者数について」

シリーズ

税理士はあなたと企業のパートナー税理士はあなたと企業のパートナー
事業発展のお手伝いをします。

地域社会に貢献します。　秘密を守ります。

関東信越税理士会高崎支部

税理士会コーナー

　
国
税
庁
で
は
、
次
代
を
担
う

児
童
・
生
徒
が
民
主
主
義
の
根

幹
で
あ
る
租
税
の
意
義
や
役
割

を
正
し
く
理
解
し
、
社
会
の
構

成
員
と
し
て
税
金
を
納
め
、
そ
の

使
い
道
に
関
心
を
持
ち
、
さ
ら

に
は
納
税
者
と
し
て
社
会
や
国

の
あ
り
方
を
主
体
的
に
考
え
る

と
い
う
自
覚
を
育
て
る
こ
と
を

目
的
に
、
租
税
教
育
の
充
実
に

向
け
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
会
高
崎
支
部
で
も
、
小

学
校
、
中
学
校
の
み
な
ら
ず
高
等

学
校
、
大
学
並
び
に
社
会
人
等

に
向
け
て
の
租
税
教
室
の
実
施

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
国
税
庁
で
は
、
日
頃
か
ら
国

民
の
皆
様
に
租
税
の
意
義
、
役

割
や
税
務
行
政
の
現
状
に
つ
い

て
、
よ
り
深
く
理
解
し
て
も
ら

い
、
自
発
的
か
つ
適
正
に
納
税

義
務
を
履
行
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
納
税
意
識
の
向
上
に
向
け

た
施
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
毎
年
十
一
月
十
一
日

か
ら
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
一

週
間
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」

と
し
、こ
の
期
間
を
中
心
に
様
々

な
広
報
広
聴
施
策
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
税
務
行
政
に
対
す

る
ご
意
見
や
ご
要
望
を
お
寄
せ

い
た
だ
く
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
会
高
崎
支
部
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
広
報

活
動
の
一
環
と
し
て
高
崎
駅
に

て
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配

布
を
関
係
各
所
の
方
々
と
共
に

行
っ
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
に
は
、
以
下
の

税
務
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

⑴
税
理
士
事
務
所
に
お
け
る
無

料
申
告
相
談

⑵
支
部
事
務
局
に
お
け
る
税
務

相
談

⑶
各
種
団
体
に
対
す
る
派
遣

業
務

①
各
地
商
工
会
、
青
色
申
告
会

の
決
算
・
申
告
検
討
会
へ
の

派
遣

②
群
馬
高
崎
農
協
税
務
協
議
会

の
Ｊ
Ａ
組
合
員
に
対
す
る
申

告
相
談
会
の
開
催

③
各
金
融
機
関
の
申
告
相
談
会

の
開
催

⑷
高
崎
税
務
署
及
び
ビ
エ
ン
ト

　
高
崎
に
お
け
る
無
料
相
談
会

⑸
国
税
庁
が
開
設
す
る
「
申
告

　
案
内
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
に

お
け
る
電
話
相
談

⑹
税
理
士
会
独
自
会
場
に
お
け

る
無
料
税
務
相
談

税理士会

税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

関
東
信
越
税
理
士
会

　
　高
崎
支
部 

税
理
士

柏

　
　
　昌

　幸

租
税
教
室
の
推
進

「
税
を
考
え
る
週
間
」
　

　に
お
け
る
広
報
活
動

確
定
申
告
期
の

税
務
支
援
事
業

無
料
相
談
所
の
開
設

　
管
内
の
高
崎
市
役
所
、
榛
名

支
所
、
箕
郷
支
所
、
群
馬
支
所
、

新
町
支
所
、
吉
井
支
所
、
倉
渕

支
所
、
安
中
市
役
所
、
松
井
田

支
所
、
渋
川
市
役
所
、
榛
東
村

役
場
、
吉
岡
町
役
場
に
お
い
て

無
料
の
税
務
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
無
料
相
談
で

き
る
も
の
は
税
務
上
の
一
般
的

な
取
り
扱
い
の
説
明
な
ど
に
限

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
詳
し
い
開
催
日
、
会
場
、
開

催
時
間
、
定
員
、
事
前
の
電
話

予
約
制
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て

は
税
理
士
会
高
崎
支
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
各
市
町
村
の
広
報
誌

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
高
崎
支
部
の
税

理
士
は
各
方
面
で
幅
広
く
税
務

支
援
事
業
に
携
わ
っ
て
お
り
ま

す
。
法
人
会
会
員
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
も
今
後
と
も
引
き

続
き
税
理
士
の
税
務
支
援
活
動

へ
の
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

表１:各資格者の人数状況（単位 :人）

全体人数
うち女性（比率％）

うち
群馬県

税 理 士 77,327
11,423（14.8） 826

公認会計士 30,316
4,220（13.9）  85

弁 護 士 38,980
7,179（18.4） 289

労働力人口 66,968 千人 1,007 千人

税理士は2018年３月31日現在。弁護士、公認会計士は2017年12月末
日現在。労働力人口はモデル推計値、2018年１－３四半期平均。

資　　　格

試 験 合 格 者

試 験 免 除 者

特別試験合格者

公 認 会 計 士

弁 護 士

税 務 代 理 士

資 格 認 定 者

特 別 法 認 定 者

合　　　計

人数

34,914

27,953

4,176

9,631

　 637

　　13

　　 3

　　 0

77,327

％

45.2

36.2

5.4

12.4

0.8

0.0

0.0

0.0

100.0

表２:資格別税理士登録者数



２０法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０ １９法人だより ２０１８．１０．１０ Ｎｏ．１７０

税理士会コーナー

　
世
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サ
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ラ
イ
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業
と
呼
ば
れ
る

国
家
資
格
者
の
中
で
も
、
税
理

士
は
法
人
会
の
方
々
に
と
っ
て

最
も
身
近
な
存
在
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
で
は
、
税
理
士
資
格
者

は
ど
の
く
ら
い
い
る
か
ご
存
知

で
し
ょ
う
か
。

　
左
記
表
１
は
、
税
理
士
資
格

者
と
、
他
の
難
関
と
言
わ
れ
る

弁
護
士
、
公
認
会
計
士
の
登
録

者
数
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の

で
す
。
ご
ら
ん
の
通
り
、
税
理

士
の
登
録
者
数
は
他
の
資
格
者

の
倍
以
上
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
全
国
的
に
見
れ
ば
労
働

力
人
口
の
千
人
に
一
人
よ
り
多

い
割
合
（
た
だ
し
、
群
馬
県
内

で
は
0.8
％
く
ら
い
）
の
人
数
が

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
千
人

に
一
人
の
割
合
と
い
う
と
、
そ

こ
ま
で
珍
し
く
も
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
ま
た
、
な
に
か
と
女
性
活
躍

が
叫
ば
れ
る
昨
今
、
女
性
比
率

（
全
国
の
み
）
が
ど
う
な
っ
て

い
る
か
を
見
ま
す
と
、
最
も
高

い
の
は
意
外
に
も
（
？
）
弁
護

士
で
、
税
理
士
は
15
％
弱
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

〇
資
格
別
税
理
士
登
録
者
数

　
と
こ
ろ
で
、
ひ
と
く
ち
に
税

理
士
と
言
っ
て
も
、
そ
の
資
格

を
有
す
る
ル
ー
ト
が
複
数
あ
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と

め
た
の
が
表
２
で
す
。

　
割
合
と
し
て
半
分
近
く
を
占

め
て
い
る
の
が
試
験
合
格
者

で
、
こ
れ
は
、
税
理
士
試
験
を

受
験
し
、
会
計
科
目
、
税
法
科

目
あ
わ
せ
て
５
科
目
を
合
格
し

た
者
で
す
。

　
次
に
占
め
る
の
が
試
験
免
除

者
で
、
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
税
務

署
Ｏ
Ｂ
や
大
学
院
で
修
士
課
程

を
修
了
し
た
こ
と
で
（
一
部
）

試
験
を
免
除
さ
れ
た
者
が
含
ま

れ
ま
す
。

　
公
認
会
計
士
の
資
格
を
有
す

る
者
は
別
途
改
め
て
税
理
士
試

験
を
受
け
る
こ
と
な
く
税
理
士

と
し
て
登
録
で
き
ま
す
が
、
最

近
で
は
公
認
会
計
士
の
人
数
が

増
加
し
た
こ
と
に
伴
い
、
公
認

会
計
士
で
の
税
理
士
登
録
者
も

増
え
、
平
成
29
年
度
の
新
規
登

録
者
の
２
割
弱
を
占
め
る
ま
で

に
な
っ
て
い
ま
す
。

〇
高
い
平
均
年
齢

　
税
理
士
の
平
均
年
齢
は
60
歳

を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

税
理
士
試
験
が
毎
年
ひ
と
つ
ひ

と
つ
の
科
目
を
合
格
し
て
い
っ

て
５
科
目
合
格
と
な
れ
ば
良
い

た
め
、
試
験
合
格
者
の
年
齢
が

高
く
な
り
が
ち
な
こ
と
と
、
税

務
署
Ｏ
Ｂ
の
税
理
士
が
相
当
数

い
る
こ
と
が
要
因
で
す
。
表
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
年
代
別
で
最

も
多
い
の
は
60
歳
台
で
全
体
の

25.7
％
で
あ
り
、
逆
に
30
歳
台
は

全
体
の
8.0
％
し
か
い
な
い
と
い

う
状
況
で
す
。
税
理
士
業
界
も

高
齢
化
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

話

経 営 寸

関東信越税理士会　高崎支部　税理士　  新井　勇気

「税理士の資格者数について」
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税理士はあなたと企業のパートナー税理士はあなたと企業のパートナー
事業発展のお手伝いをします。

地域社会に貢献します。　秘密を守ります。

関東信越税理士会高崎支部

税理士会コーナー

　
国
税
庁
で
は
、
次
代
を
担
う

児
童
・
生
徒
が
民
主
主
義
の
根

幹
で
あ
る
租
税
の
意
義
や
役
割

を
正
し
く
理
解
し
、
社
会
の
構

成
員
と
し
て
税
金
を
納
め
、
そ
の

使
い
道
に
関
心
を
持
ち
、
さ
ら

に
は
納
税
者
と
し
て
社
会
や
国

の
あ
り
方
を
主
体
的
に
考
え
る

と
い
う
自
覚
を
育
て
る
こ
と
を

目
的
に
、
租
税
教
育
の
充
実
に

向
け
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
会
高
崎
支
部
で
も
、
小

学
校
、
中
学
校
の
み
な
ら
ず
高
等

学
校
、
大
学
並
び
に
社
会
人
等

に
向
け
て
の
租
税
教
室
の
実
施

を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
国
税
庁
で
は
、
日
頃
か
ら
国

民
の
皆
様
に
租
税
の
意
義
、
役

割
や
税
務
行
政
の
現
状
に
つ
い

て
、
よ
り
深
く
理
解
し
て
も
ら

い
、
自
発
的
か
つ
適
正
に
納
税

義
務
を
履
行
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
納
税
意
識
の
向
上
に
向
け

た
施
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
、
毎
年
十
一
月
十
一
日

か
ら
十
一
月
十
七
日
ま
で
の
一

週
間
を
「
税
を
考
え
る
週
間
」

と
し
、こ
の
期
間
を
中
心
に
様
々

な
広
報
広
聴
施
策
を
実
施
す
る

と
と
も
に
、
税
務
行
政
に
対
す

る
ご
意
見
や
ご
要
望
を
お
寄
せ

い
た
だ
く
機
会
と
し
て
い
ま
す
。

　
税
理
士
会
高
崎
支
部
で
は
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
の
広
報

活
動
の
一
環
と
し
て
高
崎
駅
に

て
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配

布
を
関
係
各
所
の
方
々
と
共
に

行
っ
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
期
に
は
、
以
下
の

税
務
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

⑴
税
理
士
事
務
所
に
お
け
る
無

料
申
告
相
談

⑵
支
部
事
務
局
に
お
け
る
税
務

相
談

⑶
各
種
団
体
に
対
す
る
派
遣

業
務

①
各
地
商
工
会
、
青
色
申
告
会

の
決
算
・
申
告
検
討
会
へ
の

派
遣

②
群
馬
高
崎
農
協
税
務
協
議
会

の
Ｊ
Ａ
組
合
員
に
対
す
る
申

告
相
談
会
の
開
催

③
各
金
融
機
関
の
申
告
相
談
会

の
開
催

⑷
高
崎
税
務
署
及
び
ビ
エ
ン
ト

　
高
崎
に
お
け
る
無
料
相
談
会

⑸
国
税
庁
が
開
設
す
る
「
申
告

　
案
内
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」
に

お
け
る
電
話
相
談

⑹
税
理
士
会
独
自
会
場
に
お
け

る
無
料
税
務
相
談

税理士会

税
理
士
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

関
東
信
越
税
理
士
会

　
　高
崎
支
部 

税
理
士

柏

　
　
　昌

　幸

租
税
教
室
の
推
進

「
税
を
考
え
る
週
間
」
　

　に
お
け
る
広
報
活
動

確
定
申
告
期
の

税
務
支
援
事
業

無
料
相
談
所
の
開
設

　
管
内
の
高
崎
市
役
所
、
榛
名

支
所
、
箕
郷
支
所
、
群
馬
支
所
、

新
町
支
所
、
吉
井
支
所
、
倉
渕

支
所
、
安
中
市
役
所
、
松
井
田

支
所
、
渋
川
市
役
所
、
榛
東
村

役
場
、
吉
岡
町
役
場
に
お
い
て

無
料
の
税
務
相
談
に
応
じ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
無
料
相
談
で

き
る
も
の
は
税
務
上
の
一
般
的

な
取
り
扱
い
の
説
明
な
ど
に
限

ら
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
詳
し
い
開
催
日
、
会
場
、
開

催
時
間
、
定
員
、
事
前
の
電
話

予
約
制
の
有
無
な
ど
に
つ
い
て

は
税
理
士
会
高
崎
支
部
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
各
市
町
村
の
広
報
誌

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
よ
う
に
高
崎
支
部
の
税

理
士
は
各
方
面
で
幅
広
く
税
務

支
援
事
業
に
携
わ
っ
て
お
り
ま

す
。
法
人
会
会
員
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
も
今
後
と
も
引
き

続
き
税
理
士
の
税
務
支
援
活
動

へ
の
ご
理
解
を
賜
り
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

表１:各資格者の人数状況（単位 :人）

全体人数
うち女性（比率％）

うち
群馬県

税 理 士 77,327
11,423（14.8） 826

公認会計士 30,316
4,220（13.9）  85

弁 護 士 38,980
7,179（18.4） 289

労働力人口 66,968 千人 1,007 千人

税理士は2018年３月31日現在。弁護士、公認会計士は2017年12月末
日現在。労働力人口はモデル推計値、2018年１－３四半期平均。

資　　　格

試 験 合 格 者

試 験 免 除 者

特別試験合格者

公 認 会 計 士

弁 護 士

税 務 代 理 士

資 格 認 定 者

特 別 法 認 定 者

合　　　計

人数

34,914

27,953

4,176

9,631

　 637

　　13

　　 3

　　 0

77,327

％

45.2

36.2

5.4

12.4

0.8

0.0

0.0

0.0

100.0

表２:資格別税理士登録者数
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税務署コーナー

ネットが便利ネットが便利

税務署コーナー

申告・納税申告・納税

ネットが便利ネットが便利ネットが便利ネットが便利ネットが便利
e-Taxe-Tax

国税庁e-Tax キャラクター
イータ君

2020年４月から大法人の電子申告が義務化されます
　2020年４月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が１億円超などの要件に
該当する法人等（以下「大法人」といいます。）について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の
申告書の提出方法が電子申告に義務化されます。
　大法人の電子申告の義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備
を進めることとされており、平成30年４月からは、以下の点が変更されます。

◯ 土地の収用証明書等の申告書への添付を省略できます。
◯ イメージデータ（PDF形式）として送信された添付書類について紙原本の保存を不要とします。
◯法人税の申告書における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者のみの記名押

印制度に変更されます。
◯法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該

法人の役員・社員の電子署名によることも可能とします。

　上記以外の施策も、大法人の電子申告の義務化開始までの期間に順次、実施していく予定です（実
施状況等は、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で公開します。）。

添付書類の提出はe-Taxが便利です
　出資関係図などの一部の添付書類については、イメージデータ（PDF形式）により提出できます。
　さらに、税務・会計ソフトや自社システムで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書データにつ
いても、国税庁が定めたファイル形式（CSV形式）のデータであれば、ｅ-Taxで受付可能なデータ形式
（XBRL形式又はXML形式）に変換して提出できます。詳細はｅ-Taxホームページでご確認ください。

※財務諸表及び勘定科目内訳明細書は、イメージデータ（PDF形式）での提出はできませんのでご注意ください。

e-Taxならこんなメリットがあります

1 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続
をすることができます。

2 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペー
パーレス化につながります。

3 書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。

4 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
（ｅ-Tax：370円　書面：400円）

　電子納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向くことなく納付できます。
　特に源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。
　❶ ダイレクト納付　　　　　　　　　　　　
　❷ インターネットバンキングなどによる納付

納税もe-Taxが便利です

▶月曜日～金曜日（祝日等及び12月29日～１月３日を除きます。）
▶５月、８ 月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日

８時30分～ 24時
※所得税等の確定申告期間中は、原則として24時間（土日祝日等を含みます。）となります。
※利用可能時間は、メンテナンス作業などにより変更する場合がありますので、最新の情報を

e-Tax ホームページでご確認ください。

利用可能時間

　e-Taxで送信される情報は、暗号化通信など、盗み見及び改ざん防止を図っており、利用者の方が安
心して申告などの手続きを行えるよう、情報セキュリティの確保には万全を期しています。

e-Taxのセキュリティ対策

●e-Tax ソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問

▶月曜日～金曜日　９時～ 17時（祝日等及び12月29日～ １月３日を除きます。）

●マイナンバーカードに係るIC カードリーダライタの設定、対応機種、パソコン操作などのご質問

▶月曜日～金曜日　９時30分～ 20時
▶土日祝　　　　　９時30分～ 17時30分　(12 月29日～１月３日を除きます。)

●申告書などの作成、記載内容などのご相談は、最寄りの税務署へお問合せください。
　なお、最寄の税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認ください。
※e-Tax・作成コーナーヘルプデスク及びマイナンバー総合フリーダイヤルの受付時間は変更される場合があり

ますので、e-Taxホームページ又は内閣府のマイナンバーホームページでご確認ください。
　なお、間違い電話が多くなっておりますので、おかけ間違えのないようお願いします。

お問合せ先

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

ｅ ー コ ク ゼ イ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マ

（音声ガイダンスに従って１番を選択してください。）

イ ナンバー

詳しくは、e-Taxホームページを
ご覧ください。

www.e-tax.nta.go.jp
イータックス

平成30年（2018年）４月
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税務署コーナー

ネットが便利ネットが便利

税務署コーナー

申告・納税申告・納税 e-Taxe-Tax
国税庁e-Tax キャラクター
イータ君

2020年４月から大法人の電子申告が義務化されます
　2020年４月以後開始する事業年度から、事業年度開始時の資本金の額等が１億円超などの要件に
該当する法人等（以下「大法人」といいます。）について、法人税及び地方法人税並びに消費税等の
申告書の提出方法が電子申告に義務化されます。
　大法人の電子申告の義務化に伴い、法人税等に係る申告データを円滑に提出できるよう、環境整備
を進めることとされており、平成30年４月からは、以下の点が変更されます。

◯ 土地の収用証明書等の申告書への添付を省略できます。
◯ イメージデータ（PDF形式）として送信された添付書類について紙原本の保存を不要とします。
◯法人税の申告書における代表者及び経理責任者の自署押印制度が廃止され、代表者のみの記名押

印制度に変更されます。
◯法人が行う電子申告に付すべき代表者の電子署名について、法人の代表者から委任を受けた当該

法人の役員・社員の電子署名によることも可能とします。

　上記以外の施策も、大法人の電子申告の義務化開始までの期間に順次、実施していく予定です（実
施状況等は、e-Taxホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）で公開します。）。

添付書類の提出はe-Taxが便利です
　出資関係図などの一部の添付書類については、イメージデータ（PDF形式）により提出できます。
　さらに、税務・会計ソフトや自社システムで作成した財務諸表及び勘定科目内訳明細書データにつ
いても、国税庁が定めたファイル形式（CSV形式）のデータであれば、ｅ-Taxで受付可能なデータ形式
（XBRL形式又はXML形式）に変換して提出できます。詳細はｅ-Taxホームページでご確認ください。

※財務諸表及び勘定科目内訳明細書は、イメージデータ（PDF形式）での提出はできませんのでご注意ください。

e-Taxならこんなメリットがあります

1 税務署に出向くことなく、インターネットを利用して申告や納税などの各種手続
をすることができます。

2 申告書、申請書、添付書類をインターネットを利用して提出できるため、ペー
パーレス化につながります。

3 書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができます。

4 納税証明書の交付請求手数料が、書面請求の場合より安価です。
（ｅ-Tax：370円　書面：400円）

　電子納税を利用すれば、金融機関や税務署に出向くことなく納付できます。
　特に源泉所得税の毎月納付など利用回数の多い手続に便利です。
　❶ ダイレクト納付　　　　　　　　　　　　
　❷ インターネットバンキングなどによる納付

納税もe-Taxが便利です

▶月曜日～金曜日（祝日等及び12月29日～１月３日を除きます。）
▶５月、８ 月、11月の最終土曜日及び翌日の日曜日

８時30分～ 24時
※所得税等の確定申告期間中は、原則として24時間（土日祝日等を含みます。）となります。
※利用可能時間は、メンテナンス作業などにより変更する場合がありますので、最新の情報を

e-Tax ホームページでご確認ください。

利用可能時間

　e-Taxで送信される情報は、暗号化通信など、盗み見及び改ざん防止を図っており、利用者の方が安
心して申告などの手続きを行えるよう、情報セキュリティの確保には万全を期しています。

e-Taxのセキュリティ対策

●e-Tax ソフト・確定申告書等作成コーナーの事前準備、送信方法、エラー解消などに関するご質問

▶月曜日～金曜日　９時～ 17時（祝日等及び12月29日～ １月３日を除きます。）

●マイナンバーカードに係るIC カードリーダライタの設定、対応機種、パソコン操作などのご質問

▶月曜日～金曜日　９時30分～ 20時
▶土日祝　　　　　９時30分～ 17時30分　(12 月29日～１月３日を除きます。)

●申告書などの作成、記載内容などのご相談は、最寄りの税務署へお問合せください。
　なお、最寄の税務署の電話番号は国税庁ホームページでご確認ください。
※e-Tax・作成コーナーヘルプデスク及びマイナンバー総合フリーダイヤルの受付時間は変更される場合があり

ますので、e-Taxホームページ又は内閣府のマイナンバーホームページでご確認ください。
　なお、間違い電話が多くなっておりますので、おかけ間違えのないようお願いします。

お問合せ先

e-Tax・作成コーナーヘルプデスク 0570-01-5901（全国一律市内通話料金）

ｅ ー コ ク ゼ イ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マ

（音声ガイダンスに従って１番を選択してください。）

イ ナンバー

詳しくは、e-Taxホームページを
ご覧ください。

www.e-tax.nta.go.jp
イータックス

平成30年（2018年）４月
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群馬県からのお知らせ 税務署コーナー

平成３０年度「税を考える週間」のご案内

　国税庁は、毎年11月11日から17日までの期間を「税を考える週間」として、集中的に税についての各種の広

報活動を実施しています。平成30年度は「くらしを支える税」をテーマとし、税の役割や適性・公平な課税と

聴衆の実現に向けた庁局署の取組について紹介するとともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せいた

だく機会を設けることとしています。

　なお、本年度高崎税務署管内では、下表の行事が予定されております。

日　　時 行事名および開催場所 行　事　内　容　等 主催団体等

11 月 12 日（月）

15：00 ～ 17：00

11 月 11 日（日）

～ 11 月 17 日（土）
（期間中及びその前後）

11 月 16 日（金）

18：30 ～ 20：00

納税表彰式

（ビエント高崎）

中学生・高校生の作文展

管内全市町村役場ほか

公開講演会（※）

（高崎市総合福祉センター

たまごホール）

税務署・県税事務所の納税功労者の表

彰及び作文入選者への賞状授与

中学生・高校生の「税に関する作文」

の優秀作品の展示

吉川美代子氏による公開講演会の開催

税務署・県

税団協

11 月 12 日（月）

７：00 ～９：00

高崎駅前街頭広報

高崎駅

「税を考える週間」

ポケットティッシュ 6,000 個の配布

法人会・関東信

越税理士会高崎

支部

税団協

税務署

法人会

（全地区会合同）

（※）公開講演会の詳細につきましては、同封のチラシをご参照ください。

平成３０年分　年末調整説明会のお知らせ

　年末調整説明会を、次の日程で開催いたします。

　本年も、年末調整関係資料を事前に送付いたしますので、説明会にご出席の際はお持ちくださるようお願い

申し上げます。

開　　催　　日

平成 30 年 11 月 13 日（火）
10：00 ～ 12：00

13：30 ～ 15：30

開　催　時　間 開　催　場　所

群馬音楽センター

高崎市高松町２８－２

（注１）　午前・午後のいずれか、ご都合のよい時間に会場へお出かけください。

（注２）　駐車場につきましては、用意しておりませんのでご注意ください。

＊用紙は従来どおり税務署の窓口でもお受け取りいただけますが、一部の用紙につきましては、国税庁ホーム

ページから各種用紙のダウンロードにより、ご使用いただけます。（国税庁ホームページ　www.nta.go.jp）

群馬県不正軽油撲滅対策協議会
群馬県石油商業組合、（一社）群馬県トラック協会、（一社）群馬県バス協会、

（一社）群馬県建設業協会、国土交通省群馬運輸支局、群馬県警察、群馬県

不正軽油とは？
軽油には、1リットル当たり32.1円の軽油引取税が課税されています。

不正軽油とは、脱税目的で軽油に灯油や重油を混ぜたり、灯油や重油

を軽油と称して販売、消費される燃料のことをいいます。

不正軽油は、悪質な脱税行為であるだけでなく、

・ 排ガス中の有害物質を増加させ、私たちの生活環境に大きな被害！

・ 石油製品販売業、運輸業、建設業等の公正な市場競争を阻害！

【不正軽油110番】☎０２７-２３１-２８０１
(前橋行政県税事務所 県税課 軽油広域調査係）

なお、提供いただいた方の秘密は厳守します。

□ 著しく安い価格で軽油の販売をしている業者がいると聞いた。

□ トラックに、灯油や重油を給油している人を見かけた。

□ 廃業したガソリンスタンドにタンクローリーが出入りしている。 など

群馬県では、不正軽油に関する情報提供を呼びかけています。

《不正軽油は、

です！》犯罪

不正軽油を製造した

り、販売することはもち

ろんのこと、不正軽油

と知って購入、使用し

た人にも、罰則が適用

されます。
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法人だより第170号

平成30年10月10日発行（年４回４・７・10・１月10日発行）

〈発行所〉一般社団法人　高崎法人会
〒370-0006
高崎市問屋町2-7-8 高崎商工会議所ビル506号
TEL 027(363)4526　FAX027(363)4576
E-mail：office@takasaki-hojinkai.com
U　R　L：http://www.takasaki-hojinkai.com/

〈企画・編集〉広報委員会：委員長 川崎 信行

〈編集・印刷〉荒瀬印刷株式会社

高崎税務署管内３市２町村・高崎法人会１６地区会

赤城

松井田
安中

赤城

子持
（旧小野上を含む）

北橘伊香保

松井田
安中

榛東

吉岡

群馬

渋川市

榛東村

吉岡町

安中市

高崎市

渋川

箕郷
倉渕

榛名

高崎

吉井 新町

推 進 運 動

法人会

消費税期限内納付

表紙説明表紙説明表紙説明
大正橋と「ＳＬみなかみ号」

　写真は榛名山を背景に利根川を渡る「ＳＬ

みなかみ号」を北橘町から撮影した物です。

　大正橋は群馬県渋川市と旧北橘村を結ぶ、

利根川に架かる橋です。今年、歩道橋の設置

工事が完了した。

　「ＳＬみなかみ号」は群馬県高崎駅―群馬

県水上駅を運行している蒸気機関車が牽引し

ている臨時の快速列車です。Ｄ－51やＣ－61

を使用していて、昭和の汽車旅が楽しめる人

気列車になっています。

　大正橋からは、「ＳＬみなかみ号」が走る

鉄橋がよく見えるようになっています。鉄橋

も高くて、川幅も長いので、「ＳＬみなかみ

号」が撮影しやすくなっています。おすすめ

の撮影スポットです。

（北橘地区会）

新会員・部会員紹介平成３０年度　法人会ポスター

ご入会をご希望の方は法人会事務局まで
お問い合わせください。

法人会は「健全な経営」「正しい納税」「社会貢献」をテーマに
活動をすすめる全国約80万社の、会員組織です。

会　員
募集中

一般社団法人高崎法人会　事務局
　TEL：027-363-4526
　http://www.takasaki-hojinkai.com/

中小企業向け貸倒保証制度

貸し倒れリスク に

備 え て い ま す か ？

　取引先の法的な倒産または支払い遅延の発生等に
より手形や売掛金などの売上債権が回収できなく
なった場合、売上債権の貸倒れリスクを保証し御社
が被る損害の一定部分をカバーする法人会加入のみ
なさま限定の取引信用保険です。

中小企業向け貸倒保証制度の特徴
・分割払い制度 　　　　・キャッシュレス
・全てのお取引先が対象 ・90% または 95% の
 　　　　　　　　　　　　「縮小支払割合」

中小企業向け貸倒保証制度のメリット
・与信管理の充実・向上 ・キャッシュフローの安定化
・貸倒損失の平準化 ・対外信用力の向上

【お問合せ先】
　　三井住友海上火災保険株式会社
　　群馬支店金融法人営業課
　　　〒371-0023　群馬県前橋市本町 2-10-4
　　　TEL:027-223-6677　　FAX:027-221-3843

平成３０年度下期「決算税務説明会」日程表

平成３０年度下期「新規設立法人税務説明会」

10月16日（火）　14:00～16:00　吉岡町文化センター（群馬、箕郷、吉岡、榛東）

10月19日（金）　14:00～16:00　渋川市・金島ふれあいセンター（渋川、伊香保、子持、北橘、赤城）

10月22日（月）　14:00～16:00　安中市文化センター（安中、松井田）

11月８日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

11月27日（火）　14:00～16:00　榛名商工会館（榛名、倉渕）

11月28日（水）　14:00～16:00　吉井商工会館（吉井）

１月18日（金）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

３月20日（水）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

12月13日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター

今後の税務説明会の予定

①法人名　　②代表者・部会員名　　③所在地　　④業種

高崎

① 足利不動産㈱前橋支社
② 関　口　泰　男
③ 前橋市千代田町
④ 不動産業、保険業

高崎

① ㈱エイコー
② 星　川　喜美雄
③ 高崎市綿貫町
④ 産廃収集運搬業

高崎

① ㈱エスエフクリーン工業
② 深　見　政　美
③ 高崎市飯塚町
④ 清掃業

高崎

① エミエール㈱
② 濱　村　廣　治
③ 高崎市高砂町
④ 小売業

高崎

① ヤワタ工業㈱
② 境　原　英　子
③ 高崎市若田町
④ 建設業

榛名

① ㈲多胡建設
② 多　胡　辰　彦
③ 高崎市上里見町
④ 建設業

女性－高崎

① 協和補償コンサルタント㈱
② 平　山　葉　子
③ 高崎市並榎町
④ サービス業

女性－渋川

① 井口建設㈱
② 井　口　てる代
③ 渋川市石原
④ 建設業

群馬

① ㈱ユウキ土建
② 西　山　竜　平
③ 高崎市福島町
④ 建設業

会社名、住所、代表者、資本金等に変更がございましたら、事務局へご一報ください。

新会員・部会員紹介

問い合わせ先

（一社）高崎法人会　事務局
〒370-0006 高崎市問屋町2-7-8 506号
電話 027-363-4526　ＦＡＸ 027-363-4576
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平成３０年度下期「新規設立法人税務説明会」

10月16日（火）　14:00～16:00　吉岡町文化センター（群馬、箕郷、吉岡、榛東）

10月19日（金）　14:00～16:00　渋川市・金島ふれあいセンター（渋川、伊香保、子持、北橘、赤城）

10月22日（月）　14:00～16:00　安中市文化センター（安中、松井田）

11月８日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

11月27日（火）　14:00～16:00　榛名商工会館（榛名、倉渕）

11月28日（水）　14:00～16:00　吉井商工会館（吉井）

１月18日（金）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

３月20日（水）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター（高崎、新町）

12月13日（木）　14:00～16:00　高崎市総合福祉センター

今後の税務説明会の予定

①法人名　　②代表者・部会員名　　③所在地　　④業種

高崎

① 足利不動産㈱前橋支社
② 関　口　泰　男
③ 前橋市千代田町
④ 不動産業、保険業

高崎

① ㈱エイコー
② 星　川　喜美雄
③ 高崎市綿貫町
④ 産廃収集運搬業

高崎

① ㈱エスエフクリーン工業
② 深　見　政　美
③ 高崎市飯塚町
④ 清掃業

高崎

① エミエール㈱
② 濱　村　廣　治
③ 高崎市高砂町
④ 小売業

高崎

① ヤワタ工業㈱
② 境　原　英　子
③ 高崎市若田町
④ 建設業

榛名

① ㈲多胡建設
② 多　胡　辰　彦
③ 高崎市上里見町
④ 建設業

女性－高崎

① 協和補償コンサルタント㈱
② 平　山　葉　子
③ 高崎市並榎町
④ サービス業

女性－渋川

① 井口建設㈱
② 井　口　てる代
③ 渋川市石原
④ 建設業

群馬

① ㈱ユウキ土建
② 西　山　竜　平
③ 高崎市福島町
④ 建設業

会社名、住所、代表者、資本金等に変更がございましたら、事務局へご一報ください。

新会員・部会員紹介

問い合わせ先

（一社）高崎法人会　事務局
〒370-0006 高崎市問屋町2-7-8 506号
電話 027-363-4526　ＦＡＸ 027-363-4576



高崎税務署管内　一般社団法人 高崎法人会

表紙説明はP.26表紙説明はP.26

全国法人会総連合
平成31年度　税制改正に関する提言

経営戦略として考える「働き方改革」 老舗企業の淘汰から見えるもの

“一人十色” ～対人関係に傷つかないコツ～

高崎地区会　渋川地区会　安中地区会　群馬地区会　榛名地区会 松井田地区会 伊香保地区会 箕郷地区会
吉岡地区会　榛東地区会　子持地区会　倉渕地区会　新町地区会　北橘地区会　赤城地区会　吉井地区会
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大正橋と「ＳＬみなかみ号」（北橘）大正橋と「ＳＬみなかみ号」（北橘）

申込み
方法

１．法人会 会員の皆様
高崎法人会ホームページから
チラシをダウンロードし
ＦＡＸにてお申込み下さい。

２．一般の皆様
次の要領で記入した、

１名につき１枚の往復はがきで
お申込み下さい。
(返信面が入場整理券となります)

①往信オモテ：高崎法人会住所
②返信 ウラ：白紙のまま
③返信オモテ：申込される方の住所・氏名
④往 信 ウラ：聴講希望 ①氏名、②住所、③電話番号

高崎法人会

〒370-0006　高崎市問屋町2-7-8 高崎商工会議所ビル 506 号

TEL：027-363-4526

URL：http://www.takasaki-hojinkai.com/

① ②

③ ④

高崎税務署管内 税務協力団体

一　　般
社団法人高崎法人会

吉川美代子吉川美代子

平成30年11月16日（金）
開場 午後５時３０分～　　開演 午後６時３０分～午後８時

日時

高崎市総合福祉センター
たまごホール（２Ｆ）
高崎市末広町115-1
TEL：027-370-8822
※駐車場に限りがございますので、乗り合わせや
　公共交通機関等のご利用をお願いいたします。

場所 ３００名
１０月２９日(月) 必着
※定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので、
　ご了承ください。
※定員を超えた場合、抽選とさせていただきますので、
　ご了承ください。

３定員

締切

講師  吉川美代子(よしかわみよこ)氏　神奈川県横浜市 出身講師 プロフィール

キャスター・アナウンサー・京都産業大学客員教授
　1954年神奈川県横浜市生まれ。早稲田大学教育学部卒業後、1977年ＴＢＳに入社。1983年「ＪＮＮおはよう
ニュース＆スポーツ」でＴＢＳ初の女性キャスターを務め、以後、「ＪＮＮニュースコープ」、「ニュースの森」（土・日）
「ＣＢＳドキュメント」のキャスター、「みのもんたの朝ズバッ！」のコメンテーターとして活躍。
　又、ＴＢＳアナウンススクールの校長を12年務めた。2014年５月に定年退職。
　現在は「ゴゴスマ」「バイキング」「全力！脱力タイムズ」などに出演。
　著書に「アナウンサーが教える愛される話し方」などがある。

無  料

主催

高 崎 市 、渋 川 市 、安 中 市 、吉 岡 町 、榛 東 村 、高 崎 税 務 署 、群 馬 県 高 崎 行 政 県 税 事 務 所 、
群 馬 県 渋 川 行 政 県 税 事 務 所 、関 東 信 越 税 理 士 会 高 崎 支 部 、上 毛 新 聞 社

：後 援

一般社団法人　高崎法人会：
高 崎 地 区 会・渋 川 地 区 会・安 中 地 区 会・群 馬 地 区 会・榛 名 地 区 会・松 井 田 地 区 会・伊 香 保 地 区 会・箕 郷 地 区 会
吉 岡 地 区 会・榛 東 地 区 会・子 持 地 区 会・倉 渕 地 区 会・新 町 地 区 会・北 橘 地 区 会・赤 城 地 区 会・吉 井 地 区 会

「税を考える週間」協賛 公開講演会

③ ② ① 聴
講
希
望申込者

住所

法人会
住所

30 11 16


